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1.10 事故時の計装に関する手順等

【要求事項】 

１ 再処理事業者において，重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測することが困難となった場合において当該パラメ

ータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手

順等が適切に整備されているか，又は整備される方針が適切

に示されていること。 

２ 再処理事業者において，再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必

要な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されて

いるか，又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】

１ 第１項に規定する「当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合にもいても当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために必要な手順等」とは，例えば，テスターと

換算表を用いて必要な計測を行なうこと又はこれと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお，「当該

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タ」とは，事業者が検討すべき重大事故等対策を成功させる

ために把握することが必要な再処理施設の状態を意味する。
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２ 第２項に規定する「故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握

する」については，発生する事故の特徴から，作業可能な

状態が比較的長時間確保できる可能性がある場合には，施

設の遠隔操作に代えて，緊急時のモニタや施設制御を現場

において行うための手順等を整備することを含む。重大事

故等が発生した場合において，再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，必要な対

処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した手

順等について説明する。 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流

電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測することが困難となっ

た場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，

計器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線，計器の計測

範囲を超えた場合等）時の対応，計器電源の喪失時の対応，計測

結果を記録する手順等を整備する。 

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握するための手順を整備する。
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1.10.1 概要

(1) パラメータを計測する計器の故障時に再処理施設の状態を

把握するための措置

重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測す

る計器の故障が疑われる場合には，重要代替計器（他チャン

ネル）による計測の手順及び重要代替計器により当該パラメ

ータを推定するための手順に着手する。

(2) 計測に必要な電源が喪失した場合の措置

重大事故等時に，計測に必要な電源が喪失した場合には，

重要計器及び重要代替計器によりパラメータを計測又は推定

するための手順に着手する。 

(3) 重大事故等時のパラメータを監視及び記録するための措置

重大事故等が発生した場合には，情報把握計装設備による

パラメータの監視及び記録の手順に着手する。

情報把握計装設備の設置は，6 名体制にて 33 時間 30 分以

内に実施する。 

(4) 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握するための措置

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合には，情報把握計装設備により，制御

室及び緊急時対策所において必要な情報を把握するための手

順に着手する。 

情報把握計装設備の設置は，6 名体制にて 33 時間 30 分以

内に実施する。 
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(5) 自主対策設備

重大事故等の対処を確実に実施するためフォルトツリー解

析等により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽出を行

った結果，自主対策設備及び手順を以下のとおり整備する。

ａ．計測に必要な電源が喪失した場合の手段 

計測に必要な電源が喪失した場合の手段として，再処理施

設の所内電源系統が健全である場合には，共通電源車を用い

る。 
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1.10.2 対応手段と設備の選定

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等時において，臨界事故の拡大の防止対策，冷却

機能の喪失による蒸発乾固の対策，放射線分解により発生す

る水素による爆発の対策，有機溶媒等による火災又は爆発の

対策，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策及び工場等外への放

射性物質等の放出を抑制するための対策を実施するため，再

処理施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータを，技

術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～

1.10 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメ

ータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータを

抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。 

なお，審査基準 1.11～1.14 の手順着手の判断基準及び操

作手順に用いられるパラメータについては，臨界事故の拡大

の防止対策，冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策，放射線

分解により発生する水素による爆発の対策，有機溶媒等によ

る火災又は爆発の対策，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策及

び工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための対策を

成功させるための手順ではないため，各々の手順において整

理する。 

（補足説明資料 1.10.3）

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の臨界事故の拡大
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の防止対策，冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策，放射線

分解により発生する水素による爆発の対策，有機溶媒等によ

る火災又は爆発の対策，使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策及

び工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための対策を

成功させるために把握することが必要な再処理施設の状態を

直接監視するパラメータ※ １（以下「主要パラメータ」という。）

及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を

選定する。 

※1 臨界事故の拡大の防止対策，冷却機能の喪失による蒸

発乾固の対策，放射線分解により発生する水素による

爆発の対策，有機溶媒等による火災又は爆発の対策，

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策及び工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための対策に必要な

パラメータの監視。

 また，主要パラメータを計測することが困難となった場合

において，主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下

「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し，

重大事故等対処設備を選定する（第 1.10－1 図，第 1.10－2

図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。 

 さらに，臨界事故の拡大の防止対策，冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固の対策，放射線分解により発生する水素による爆

発の対策，有機溶媒等による火災又は爆発の対策，使用済燃

料貯蔵槽の冷却等の対策，工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための対策に必要なパラメータの記録手順及びそ
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のために必要となる重大事故等対処設備を選定する。

抽出パラメータのうち，自主対策設備により監視するパラメ

ータ，再処理施設の状態を直接監視することができないパラメ

ータについては，再処理施設の状態を補助的に監視するパラメ

ータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し，第 1.10－

4 表に整理する。 

なお，補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を活用す

る手順等の着手の判断基準として用いるパラメータは，計測に

必要となる重大事故等対処設備を選定する。 

 重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための

対応手段及び自主対策設備※ ２を選定する。 

※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において

使用することは困難であるが，プラン

ト状況によっては，事故対応に有効な

設備。

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，

事業指定基準規則第四十三条及び技術基準規則第三十七条

（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関

係を明確にする。

（補足説明資料 1.10.1）

主要パラメータは以下のとおり分類する。
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・重要監視パラメータ

 主要パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視

するパラメータをいう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。

・重要代替監視パラメータ

 主要パラメータのうち，再処理施設の状態を間接監視

又は推定するパラメータをいう。 

 また，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを

計測する設備を以下のとおり分類する。 

重要監視パラメータを計測する計器は以下のとおり。

・重要計器

 重要監視パラメータを計測する計器のうち，重大事故

等対処設備としての要求事項を満たした計器をいう。ま

た，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流

電源喪失を伴わない重大事故等の発生時には，第 18 条計

測制御系統施設の設備を使用する。 

重要代替監視パラメータを計測する計器は以下のとおり。

・重要代替計器

 重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，重大

事故等対処設備としての要求事項を満たした計器をいう。

また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交

流電源喪失を伴わない重大事故等の発生時には，第 18 条
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計測制御系統施設の設備を使用する。

 なお，重要監視パラメータが重大事故等対処設備で計測で

きず，かつその重要代替監視パラメータも重大事故等対処設

備で計測できない場合は，重大事故等時に再処理施設の状況

を把握するため，重要監視パラメータを計測する計器の１つ

を重大事故等対処設備としての要求を満たした計器を配備す

る。 

（補足説明資料 1.10.2）

 以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを第 1.10－2 表に示す。あわせて，設計基

準を超える状態における再処理施設の状態を把握する能力を

明確化するために，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータの計測範囲についても整理する。

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，

記録する手順等を整備する。

（補足説明資料 1.10.2）

(2) 対応手段と設備の選定の結果

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器

故障を想定する。また，全交流動力電源喪失及び直流電源喪

失による計器電源の喪失を想定する。 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に再処理施設の状態
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を把握するための手段及び設備

(a) 対応手段

重大事故等が発生した場合，再処理施設の状態を把握す

るため，重要監視パラメータを重要計器により計測する手

段，重要計器が故障した場合に，重要代替監視パラメータ

として他チャンネル※ ３の計器により計測する手段及び重

要代替計器により当該パラメータを推定する手段がある。 

※３ チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータ

の監視機能が喪失しないように，１つのパラメー

タを測定原理が同じである複数の計器で監視し

ており，検出器から指示部までの 小単位をチャ

ンネルと呼ぶ。（第 1.10－3 表）。

重要監視パラメータの計測に使用する計器は以下のと

おり。 

・重要計器

 他チャンネルによる計測及び重要代替監視パラメータ

を計測するために使用する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器

 (ｂ) 重大事故等対処設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パ

ラメータを計測する計器の故障時に再処理施設の状態を

把握するための設備のうち，重要計器及び重要代替計器
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を重大事故等対処設備として位置付ける。

 これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（補足説明資料 1.10.1）

以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを把握することができる。 

ｂ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備

(a) 対応手段

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」とい

う。）が喪失し，監視機能が喪失した場合に重要計器及び

重要代替計器を用いて計測する手段，共通電源車による

給電を行う手段がある。 

 計測に必要な計器電源が喪失した場合の計測又は監視

に使用する設備は以下のとおり。 

・重要計器

・重要代替計器

・共通電源車（代替電源設備）

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，重要計

器及び重要代替計器は，重大事故等対処設備として位置

付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要
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求される設備が全て網羅されている。

（補足説明資料 1.10.1）

 以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータ及

び代替パラメータを把握することができる。また，以下

の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，

その理由を示す。 

・共通電源車

 地震等の外部事象を要因としない場合，再処理施

設の所内電源系統が健全であれば，再処理施設の状

況によっては，事故対応に有効である。 

ｃ．重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段及び

設備

(a) 対応手段

重大事故等時において，温度，流量，圧力，水位，水

素濃度等，想定される重大事故等の対応に必要となる重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視及

び記録する手段がある。 

 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監

視及び記録する設備は以下のとおり。 

・情報把握計装設備

情報把握計装設備は以下の設備により構成する。また，

情報把握計装設備の個数を第 1.10-7 表に示す。
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・可搬型情報収集装置

・可搬型情報収集装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用）

・可搬型情報表示装置

・可搬型情報表示装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用）

・情報把握計装設備用屋内ケーブル

・建屋間伝送用無線装置

・監視制御盤

・データ収集装置（緊急時対策所）

・データ表示装置（緊急時対策所）

可搬型計測器により測定したパラメータの値について

は，情報把握計装設備が設置されるまで，通信連絡設備

及び代替通信連絡設備を用いて中央制御室又は緊急時対

策所に連絡し，記録用紙に記録する手順を整備する。 

なお，可搬型の計器によるパラメータの監視は，実施

組織要員が 90 分の頻度で行う。 

(b) 重大事故等対処設備

情報把握計装設備は，重大事故等対処設備として位置

付ける。

 また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全

交流電源喪失を伴わない重大事故等の発生時には，監視

制御盤，データ収集装置及びデータ表示装置を，重大事

故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要
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求される設備が全て網羅されている。

（補足説明資料 1.10.1）

ｄ．再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握する手段及び

設備

(a) 対応手段

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合において，必要な情報を把握す

る手段がある。

必要な情報の把握に使用する設備は以下のとおり。

・重要計器

・重要代替計器

・監視制御盤

・データ収集装置（緊急時対策所）

・データ表示装置（緊急時対策所）

・情報把握計装設備

情報把握計装設備は以下の設備により構成する。また，

情報把握計装設備の個数を第 1.10-7 表に示す。

・可搬型情報収集装置

・可搬型情報収集装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

用）

・可搬型情報表示装置

・可搬型情報表示装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用）

・情報把握計装設備用屋内ケーブル
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・建屋間伝送用無線装置

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

重要計器，重要代替計器及び情報把握計装設備は，重

大事故等対処設備として位置付ける。

また，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全

交流電源喪失を伴わない重大事故等の発生時には，監視

制御盤，データ収集装置及びデータ表示装置を，重大事

故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。

上記ａ．～ｄの対応で使用する設備を第 1.10-6 表に示

す。 

（補足説明資料 1.10.1）

ｅ．手順等

上記の「ａ.パラメータを計測する計器の故障時に再処理

施設の状態を把握するための手段及び設備」，「ｂ.計測に必

要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」，「ｃ.重大事

故等時のパラメータを記録する手段及び設備」及び「ｄ．

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握する手段及び設

備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。

これらの手順は，重大事故時における実施組織要員によ

る一連の対応として「重大事故等発生時対応手順書」に定
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める。（第 1.10－1 表）。
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1.10.3 重大事故等時の手順等

1.10.3.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測するこ

とが困難となった場合，重要計器により当該パラメータを計

測する手順を設備する。また，重要計器によるパラメータの

計測ができない場合には，重要代替計器により当該パラメー

タを把握又は推定する手段を整備する（第 1.10－3 表）。

ａ．手順着手の判断基準

 重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処

するために再処理施設の状態を把握するために必要なパラ

メータを計測する計器が故障した場合※ ４。

※４ 計器の指示値に，以下のような変化があった場合

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動

がある場合

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差

が大きい場合

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にあ

る場合

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した

場合

ｂ．操作手順

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。
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① 実施組織要員は，再処理施設の状態を把握するために必

要なパラメータについて，重要計器により当該パラメー

タを計測する。

② 実施組織要員は，読み取った指示値が正常であることを，

計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらか

じめ推定される値との間に大きな差異がないことによ

り確認する。

③重要計器を接続する常設配管の損傷により重要計器に

よるパラメータの計測ができない場合には，実施責任者

は，あらかじめ選定した重要代替監視パラメータによる

計測を実施組織要員に指示する。

④実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に報告

する。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、可

搬型計器による計測手順は，以下のとおり。また，火山の影響

により，降灰予報を確認した場合には，屋外の機器を屋内に運

搬する対応及び除灰の対応を行う。 

・貯槽等液位の計測

実施組織要員は，建屋内に保管している可搬型液位計を各

貯槽又はセル内の液位計測のために設置している常設の計

装配管に接続する。可搬型液位計はエアパージ式液位計であ

り，計測のために必要な圧縮空気は，代替安全圧縮空気系よ

り供給する。可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液高さに応

じた差圧値を表示する指示計と，貯槽又はセル内の液密度に
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応じた差圧値を表示する指示計及び差圧値に応じた電気信

号を出力する伝送器を搭載する。 

指示計については，指示計の差圧値を換算表又は換算し液

位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり外部電源は

不要である。また，伝送器は情報把握設備用屋内ケーブルと

接続することにより電源供給を受け、中央制御室及び緊急時

対策所へ情報伝送する。 

液位を計測するための重要代替計器を使用する重大事故等

対処事象は以下のとおり。 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策

・使用済燃料貯蔵槽液位の計測

実施組織要員は，建屋内に保管している可搬型液位計を使

用済燃料貯蔵槽の液位計測のために設置する可搬型の計装

配管に接続する。可搬型液位計はエアパージ式液位計及び電

波式液位計であり，エアパージ式液位計での計測のために必

要な圧縮空気は，代替安全圧縮空気系より供給する。可搬型

液位計は，エアパージ式液位計及び電波式液位計ともに使用

済燃料貯蔵槽の液高さに応じた電気信号を出力する。

情報把握設備用屋内ケーブルと接続することにより電源供

給を受け、中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送する。 

液位を計測するための重要代替計器を使用する重大事故等

対処事象は以下のとおり。 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策
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・フィルタ差圧の計測

実施組織要員は，建屋内に保管している可搬型フィルタ差

圧計を，重大事故等の対処のために使用するフィルタユニッ

トに設ける接続箇所へ接続する。可搬型フィルタ差圧計はフ

ィルタ差圧に応じた差圧値を表示する指示計と，差圧値に応

じた電気信号を出力する伝送器を搭載する。指示計は機械式

であり外部電源は不要である。また，伝送器は情報把握設備

用屋内ケーブルと接続することにより電源供給を受け、中央

制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。 

フィルタ差圧を計測するための重要代替計器を使用する重

大事故等対処事象は以下のとおり。

・放射線分解により発生する水素による爆発の対策

・冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策

・貯槽等圧力の計測

実施組織要員は，建屋内に保管している可搬型圧力計を，

常設貯槽又は可搬型ユニットに設ける接続箇所へ接続する。

可搬型圧力計は圧力に応じた圧力値を表示する指示計と，圧

力値に応じた電気信号を出力する伝送器を搭載する。指示計

は機械式であり外部電源は不要である。また，伝送器は情報

把握設備用屋内ケーブルと接続することにより電源供給を

受け、中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。

貯槽等圧力を計測するための重要代替計器を使用する重大

事故等対処事象は以下のとおり。 
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・放射線分解により発生する水素による爆発の対策

・冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策

・冷却水等流量の計測

実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管してい

る可搬型流量計を，冷却コイル等に通水するために敷設する

可搬型建屋内ホースの経路中、可搬型ユニット又は常設計装

配管の接続箇所へ接続する。可搬型流量計は，乾電池により

動作し流量を指示する指示と流量に応じた電気信号を出力

する。流量計は情報把握設備用屋内ケーブルと接続すること

により電源供給を受け、中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

る。なお、乾電池式であり，外部電源が喪失した場合でも計

測が可能である。 

冷却水等流量を計測するための重要代替計器を使用する

重大事故等対処事象は以下のとおり。 

・臨界事故の拡大の防止対策

・放射線分解により発生する水素による爆発の対策

・冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策

・貯槽等温度の計測

実施組織要員は，建屋内に保管している可搬型温度計のテ

スタを計測制御系統施設の温度検出器の端子に接続し，温度

表示操作を行う。温度検出器の断線等の故障により，温度が
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指示されない場合は，計測制御系統施設の温度検出器を，常

設のガイド管から引き抜く。実施組織要員は，建屋内に保管

している可搬型温度計のセンサを引き抜いた各貯槽の常設

のガイド管に挿入する。挿入したセンサに可搬型温度計のテ

スタを接続し，現在の貯槽等の温度を把握する。可搬型温度

計のセンサは熱電対又は測温抵抗体であり電源は不要であ

る。温度を表示するためのテスタは，乾電池により動作し，

外部電源が喪失した場合でも計測が可能である。また，温度

計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送するため、情報把握

設備用屋内ケーブルと接続することにより電源供給を受け

情報伝送可能である。貯槽等温度を計測するための重要代替

計器を使用する重大事故等対処事象は以下のとおり。

・冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策

ｃ．操作の成立性

重要代替計器でのパラメータ計測は，重大事故等対処の一連

の作業として実施されることから，「1.1 臨界事故の拡大を

防止するための手順等」，「1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための手順等」，「1.3 放射線分解により発生す

る水素による爆発に対処するための手順等」，「1.4 有機溶媒

等による火災又は爆発に対処するための手順等」，「1.5 使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」及び「1.9 電源の確

保に関する手順等」に示す。 
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重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用することとし，線量管理につい

ては個人線量計を着用し，1 作業当り 10mSv を基本に管理する。 

（補足説明資料 1.10.4）

ｄ．重要代替監視パラメータでの推定方法

重要計器を接続する常設配管の損傷により重要計器による

パラメータの計測ができない場合には，重要代替監視パラメ

ータによる推定を行う。 

関連するパラメータを確認し，得られた情報の中から有効な

情報を評価することで，再処理施設の状況を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，重要代

替監視パラメータと重要監視パラメータの関連性，検出器の

種類，使用環境条件等を考慮し，使用するパラメータの優先

順位をあらかじめ定める。 

重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定

ケースは以下のとおりであり，具体的な推定方法については，

第 1.10－3 表に整理する。

・同等の測定結果が得られる異なる計測点（他チャンネル）へ

の接続によりパラメータを計測する。

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定する。

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推定する。

・可搬型設備の計測用であるため，重大事故発生起因では破断
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等がないため重要代替監視パラメータは設定しない。

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択

重要監視パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応

手段の優先順位を以下に示す。 

重要監視パラメータを計測する多重化された計器が，計器の

故障により計測することが困難となった場合に，他チャンネ

ルの計器により計測できる場合は，他チャンネルの計器によ

り重要監視パラメータを計測する。

重要監視パラメータを計測する計器の故障により，重要監視

パラメータの監視機能が喪失した場合は，第 1.10－3 表にて

定める優先順位にて重要代替監視計器により重要代替監視パ

ラメータを計測し，重要監視パラメータを推定する。

1.10.3.2 計測に必要な電源の喪失

（1） 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失

全交流電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失

した場合には，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを計測することにより，再処理施設の状態を把握又

は推定する。

また，「1.9 電源の確保に関する手順等」の自主対策設備

である，共通電源車による非常用電源設備又は常用電源設

備の電源を供給する措置を講じる。 

ａ． 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視
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全交流電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失し，

制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，必要なパ

ラメータを可搬型の計器で計測を行う手順を整備する。

（a） 手順着手の判断基準

重大事故等が発生した場合において，計器電源が喪失し，

制御室でパラメータ監視ができない場合。

（b） 操作手順

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する対応手順は，1.10.3.1（1）計器の故障のｂ．操作手

順と同様である。 

（c）操作の成立性

1.10.3.1（1）計器の故障のｃ．操作の成立性と同様である。

ｂ． 共通電源車による給電

全交流電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失し，

制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，共通電源

車を配備する手順を整備する。 

当該手順は，「1.9 電源の確保に関する手順等」を参照。

1.10.4 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，情報把握

計装設備の可搬型情報収集装置により，計測結果を監視及び記録
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するために伝送する。伝送された計測結果は中央制御室及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型情報表示装置並びに緊急時対策

所の情報表示装置により監視し、可搬型情報収集装置により記録

する。 

ただし，情報把握計装設備の設置が完了するまでの間および継

続監視の必要がないパラメータは，重大事故等通信連絡設備を使

用して中央制御室又は緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙に

記録する。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち，共通

電源車による電源復旧後に，自主対策設備である監視制御盤によ

り記録可能なものについて計測結果，警報等を記録する。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果の

記録について整理し，第1.10－5表に示す。

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合。

（２）操作手順 

情報把握計装設備による再処理施設の情報把握についての

手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.10－5

図に，フローチャートを第 1.10-6 図に示す。また，火山の影

響により，降灰予報を確認した場合には，屋外の機器を屋内に

運搬する対応及び除灰の対応を行う。 

ａ．情報把握計装設備の設置優先順位の判断

重大事故等が発生している再処理施設の状況を確認し，監視制

御盤，データ収集装置及びデータ表示装置にてパラメータの監視
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及び記録が可能か確認を行う。監視制御盤，データ収集装置及び

データ表示装置が使用できない場合は，情報把握計装設備を設置

する優先順位の判断及び決定を行う。

情報把握計装設備を設置する優先順位の決定結果に基づき，中

央制御室での可搬型情報表示装置の設置を 優先とし，その後各

建屋での可搬型情報把握装置の設置を行う。

ｂ．情報把握計装設備の配備

外部保管エリアに保管している可搬型情報収集装置を，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

については建屋入口近傍に，中央制御室及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の制御室には可搬型情報表示装置を配備する。 

また，可搬型の計測器と各建屋に配備した可搬型情報収集装置

を情報把握計装設備用屋内ケーブル及び建屋間伝送用無線設備と

接続し，各建屋に配備した可搬型情報収集装置から中央制御室，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室及び緊急時対策所に情報伝

送を行う。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の入口近傍に配備する可搬型情報収集装置及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に配備する可搬型情報表示装置の電源は，電

源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
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施設可搬型発電機から給電する。

 中央制御室に配備する可搬型情報表示装置の電源は，電源設備

の制御建屋可搬型発電機を起動し給電する。

ｃ．情報監視

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型情報収集装置から伝送された情報は，中央制御

室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室に配備した可搬型情報

表示装置及び緊急時対策所に設置する情報表示装置を使用して監

視する。また，中央制御室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御

室及び緊急時対策所への情報伝送準備ができるまでの間は，重大

事故等通信連絡設備を使用して中央制御室又は緊急時対策所へ情

報を伝達する。情報把握計装設備の系統概要図を第1.10－3図に示

す。 

（３）操作の成立性

上記の対応は，実施組織要員の 6 名にて実施し，作業開始を

判断してから 33 時間 30 分で可能である。

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び

作業時の状況に応じて着用することとし，線量管理については

個人線量計を着用し，1 作業当り 10mSv を基本に管理する。 

（４）機能の健全性

中央制御室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋での可搬型情報表
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示装置の設置及び各建屋への可搬型情報把握装置の設置完了

後に，重大事故等通信連絡設備を使用した伝達により中央制御

室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び緊急時対策所に情報伝送

されていることの確認を行う。 
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1.10.5 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握するための

手順 

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合において，情報把握計装設備により中央制御室

及び緊急時対策所で必要な情報を把握する。

（１）手順着手の判断基準 

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合。

（２）操作手順 

情報把握計装設備による再処理施設の情報把握についての

手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 1.10－5

図に，フローチャートを第 1.10-6 図に示す。また，火山の影

響により，降灰予報を確認した場合には，屋外の機器を屋内に

運搬する対応及び除灰の対応を行う。 

ａ．情報把握計装設備の設置優先順位の判断

重大事故等が発生している再処理施設の状況を確認し，情報把

握計装設備を設置する優先順位の判断及び決定を行う。

情報把握計装設備を設置する優先順位の決定結果に基づき，中

央制御室での可搬型情報表示装置の設置を 優先とし，その後各

建屋での可搬型情報把握装置の設置を行う。

ｂ．情報把握計装設備の配備

外部保管エリアに保管している可搬型情報収集装置を，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
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ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

については建屋入口近傍に，中央制御室及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の制御室には可搬型情報表示装置を配備する。 

また，可搬型の計測器と各建屋に配備した可搬型情報収集装置

を情報把握計装設備用屋内ケーブル及び建屋間伝送用無線設備と

接続し，各建屋に配備した可搬型情報収集装置から中央制御室，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室及び緊急時対策所に情報伝

送を行う。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋の入口近傍に配備する可搬型情報収集装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に配備する可搬型情報表示装置の電源は，電源

設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機から給電する。

 中央制御室に配備する可搬型情報表示装置の電源は，電源設備

の制御建屋可搬型発電機を起動し給電する。

ｃ．情報監視

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型情報収集装置から伝送された情報は，中央制御

室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室に配備した可搬型情報

表示装置及び緊急時対策所に設置する情報表示装置を使用して監
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視する。また，中央制御室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御

室及び緊急時対策所への情報伝送準備ができるまでの間は，重大

事故等通信連絡設備を使用して中央制御室又は緊急時対策所へ情

報を伝達する。情報把握計装設備の系統概要図を第1.10－3図に示

す。 

（３）操作の成立性

上記の対応は，実施組織要員の 6 名にて実施し，作業開始を判

断してから 33 時間 30 分で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとし，線量管理については個人線

量計を着用し，1 作業当り 10mSv を基本に管理する。 

（４）機能の健全性 

中央制御室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋での可搬型情報表

示装置の設置及び各建屋への可搬型情報把握装置の設置完了

後に，重大事故等通信連絡設備を使用した伝達により中央制御

室，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び及び緊急時対策所に情報

伝送されていることの確認を行う。 

1.10.6 その他の手順項目にて考慮する手順

審査基準 1.1，1.2，1.3，1.4，1.5，1.9 については，各審

査基準において要求事項があるため，以下のとおり各々の手

順において整備する。 

重要計器又は重要代替パラメータの監視に関する手順は，
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「1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等」，「1.2 冷却機

能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等」，「1.3 放

射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手

順等」，「1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため

の手順等」，「1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

 全交流動力電源喪失，計器電源喪失時の自主対策設備の電

源車等を用いた代替電源確保に関する手順は，1.10.3（１）

ｂに記載のとおり，「1.9 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 
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第 1.10－1 表 事故時に必要な計装に関する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧 

分類 
機能喪失を想定する 

設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
機
能
喪
失
時 

計器の故障又は計器の

計測範囲を超えた場合 

重
要
パ
ラ
メ
ー
タ

に
よ
る
把
握 

重要計器 

重
大
事
故
等
対
処

設
備 

重大事故等発生時対応

手順書 代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 

重
大
事
故
等
対
処

設
備 

計
器
電
源
喪
失
時 

全交流動力電源喪失 

直流電源喪失 

可
搬
型
の
計
器
に

よ
る
計
測 

重要代替計器 

重
大
事
故
等
対
処

設
備 

重大事故等発生時対応

手順書 共
通
電
源
車
に
よ

る
給
電 

共通電源車 

自
主
対
策
設
備 

－ － 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録 

情報把握計装設備 

（可搬型情報収集装置，可搬型情報

収集装置（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋用），可搬型情報表示装置，可

搬型情報表示装置（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋用），情報把握計装設

備用屋内ケーブル，建屋間伝送無線

装置） 

監視制御盤 

データ収集装置 

データ表示装置 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

重大事故等発生時対応

手順書 

故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の

他
テ
ロ
リ
ズ
ム 

－ 

必
要
な
情
報
の
把
握

情報把握計装設備 

（可搬型情報収集装置，可搬型情報

収集装置（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋用），可搬型情報表示装置，可

搬型情報表示装置（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋用），情報把握計装設

備用屋内ケーブル，建屋間伝送無線

装置） 

監視制御盤 

データ収集装置 

データ表示装置 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

重大事故等発生時対応

手順書 
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（１／８）

a．臨界事故の拡大を防止するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

①
貯
槽
の
放
射
線
レ
ベ
ル

放射線レベル 

γ線：1E-1～1E+6μSv/h 

中性子線：1E-2～ 

1E+4μSv/h 

1E+0～1E+4μSv/h 

未臨界に移行したことを携行型のサーベイメータを用い

てセル周辺の線量率により判断するため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。 

6 － － × 

1E+0～1E+7μSv/h 1E+0～1E+7μSv/h 
臨界事故の発生を判断するため,重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 
－ 24 － ○ 

②
貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の
流
量

貯槽掃気圧縮空気流量 0～30m3/h 0～20m3/h 
水素掃気成功判断のため,重大事故時に想定される変動範

囲を監視可能とする。 
6 － － ○ 

③
貯
留
タ

ン
ク
の
圧

力
※2 

貯留タンク圧力 0～1MPa 0～0.76MPa 

貯留タンクへの貯留（自動）成否判断/貯留タンクへの貯

留完了判断のため,重大事故時に想定される変動範囲を監

視可能とする。 

－ 14 － ○ 

④
貯
留
タ

ン
ク
の
流

量
※2 

貯留タンク流量 0～136Nm3/h 0～136Nm3/h 
貯留タンクへの貯留（自動）成否判断のため,重大事故時

に想定される変動範囲を監視可能とする。 
－ 4 － ○ 

⑤
貯
留
タ
ン

ク
の
放
射
線

レ
ベ
ル

貯留タンク放射線レベル 1E+0～1E+7μSv/h 1E+0～1E+7μSv/h 
貯留タンクへの貯留（自動）成否判断のため,重大事故時

に想定される変動範囲を監視可能とする。 
－ 4 － ○ 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備」と兼用する設備
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（２／８）

b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

①
貯
槽
の
温
度

貯槽温度 0～130℃ 29～130℃ 

発生防止対策の成否判断／拡大防止対策の開始判断／異

常な水準の放出防止対策の開始判断／貯槽溶液温度の監

視のため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能と

する。 

106 53 18 ○ 

［冷却コイル通水流量］ 0～13m3/h 0～13m3/h 

冷却水供給が継続されていることの監視および冷却水通

水流量を調整するため，重大事故時に想定される変動範囲

を監視可能とする。 

159 － － ○ 

［冷却水流量］ 2.3～107m3/h 0～17m3/h 

冷却水供給が継続されていることの監視および冷却水通水

流量を調整するため，重大事故時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

60 － － ○ 

［貯槽液位］ 「②貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

②
貯
槽
の
液
位

貯槽液位 
液位：0～80kPa 

密度：0～30kPa 

液位：0～65kPa 

密度：0～22.17kPa 

拡大防止対策における機器注水作業の開始判断／機器注水

量の決定／拡大防止対策の成否判断を把握するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 

106 53 － ○ 

［貯槽温度］ 「①貯槽の温度」を監視するパラメータと同じ。 

［機器注水流量］ 0.04～107m3/h 0～1.9m3/h 

機器注水量の調整／機器注水に必要な水供給ができている

ことの成否判断を把握するため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

132 － － ○ 

［凝縮水回収先セル液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮水回収先貯槽液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

③
凝
縮
器
出
口
の
排
気

温
度 

凝縮器出口排気温度 0～130℃ 29～130℃ 

発生蒸気の凝縮効果を監視するため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲および蒸気発生元である貯槽温度の上限値

までを監視可能とする。 

12 － 15 ○ 

［貯槽液位］ 「②貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮水回収先セル液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮水回収先貯槽液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（３／８）

b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備（つづき） 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

④
セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧
※2 

セル導出ユニットフィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

セル導出ユニットフィルタの目詰まりによる系統切替の

判断に用いるため，フィルタの重大事故時に想定される変

動範囲を監視可能とする。

20 － － ○ 

⑤
フ
ィ
ル
タ

の
差
圧
※2 

フィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

フィルタの目詰まりによる系統切替の判断に用いるため，

フィルタの重大事故時に想定される変動範囲を監視可能

とする。

20 － － ○ 

⑥
凝
縮
水
回
収
先
セ
ル
又
は
凝
縮

水
回
収
先
貯
槽
の
液
位

凝縮水回収先セル液位 0～20kPa 0～0.85kPa
沸騰蒸気が冷却され凝縮水が発生していることを把握する

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 
8 4 － ○ 

凝縮水回収先貯槽液位 
液位：0～80kPa 

密度：0～5kPa 

液位：0～64.91kPa 

密度：2.615～4.066kPa

沸騰蒸気が冷却され凝縮水が発生していることを把握する

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 
2 1 － ○ 

［貯槽液位］ 「②貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮器出口排気温度］ 「③凝縮器出口の排気温度」を監視するパラメータと同じ。 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」と兼用する設備

※3 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（４／８） 

 
c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

①
圧
縮
空

気
貯
槽
の

圧
力 

圧縮空気貯槽圧力 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

圧縮空気貯槽から圧縮空気が供給されている状態を把握

するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能と

する。 

4 1※3 － ○ 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

②
圧
縮
空
気

ユ
ニ
ッ
ト
の

圧
力 

圧縮空気ユニット圧力 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

圧縮空気ユニットから圧縮空気が供給されている状態を

把握するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可

能とする。 

2 － － ○ 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

③
予
備
圧
縮

空
気
ユ
ニ
ッ

ト
の
圧
力 

予備圧縮空気ユニット圧力 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

予備圧縮空気ユニットから圧縮空気が供給されている状

態を把握するため，重大事故時に想定される変動範囲を監

視可能とする。 

6 － － ○ 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

④
手
動
圧
縮
空
気

ユ
ニ
ッ
ト
接
続
系

統
の
圧
力 

手動圧縮空気ユニット接続系統圧力 
液位：0～80kPa 

密度：0～10kPa 

液位：0～64.18kPa 

密度：0～5.296kPa 

手動圧縮空気ユニット接続系統が健全であり，掃気開始可

能であるかの判断に用いるため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

14 － － ○ 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量 

貯槽掃気圧縮空気流量 0～30m3/h 0～18.09m3/h 

発生防止対策及び拡大防止対策の成否判断／水素掃気機

能が維持されていることの監視／拡大防止対策の開始判

断に用いるため，重大事故時に想定される変動範囲を監視

可能とする。 

153 51 － ○ 

［水素掃気系統圧縮空気圧力］ 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

水素掃気用安全圧縮空気系へ圧縮空気が供給されてい

ることの状態を把握するため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

12 5 － ○ 

［かくはん系統圧縮空気圧力］ 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

かくはん用安全圧縮空気系へ圧縮空気が供給されてい

ることの状態を把握するため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

4 － － ○ 

［セル導出ユニット流量］ 0～35m3/h 0～18m3/h 
機器への圧縮空気供給の成否判断を把握するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 
15 － － ○ 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む 

※2 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す 

※3 貯槽掃気圧縮空気の供給元貯槽圧力を示す  
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（５／８）

c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備（つづき） 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

⑥
水
素

の
濃
度

水素濃度 0～25vol% 0～8vol% 
機器内及びセル内の水素濃度の監視のため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能とする。 
15 － － ○ 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

⑦
セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧
※2 

セル導出ユニットフィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

セル導出ユニットフィルタの目詰まりによる系統切替の

判断に用いるため，フィルタの重大事故時に想定される変

動範囲を監視可能とする。

20 － － ○ 

⑧
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧

※2 

フィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

フィルタの目詰まりによる系統切替の判断に用いるため，

フィルタの重大事故時に想定される変動範囲を監視可能

とする。

20 － － ○ 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備」と兼用する設備

※3 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（６／８）

d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

①
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶

供
給
槽
の
液
位

プルトニウム濃縮缶供給槽液位 ～ m3 0.04～3m3 
濃縮缶への供給停止の判断に用いるため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。
－ 1 － ○ 

［供給槽ゲデオン流量］ 0～0.14m3/h 0～0.12m3/h 

プルトニウム濃縮缶供給槽の液位によりプルトニウム濃

縮缶への供給が停止していることを判断するため，プルト

ニウム濃縮缶供給槽ゲデオンの流量計の指示値がゼロで

あることを確認可能とする。

－ 1 － ○ 

②
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶

加
熱
蒸
気
の
温
度

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度 0～150℃ 40～143℃ 
加熱蒸気の停止の判断に用いるため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲を監視可能とする。
－ 2 － ○ 

［プルトニウム濃縮缶圧力］ 「③プルトニウム濃縮缶供給槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶気相部温度］ 「④プルトニウム濃縮缶供給槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶液相部温度］ 「⑤プルトニウム濃縮缶供給槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

③
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
圧
力

プルトニウム濃縮缶圧力 -24～2kPa -2～2kPa

拡大防止対策が機能していることの確認に用いるため、拡

大防止対策の実施（事象発生の検知から約５秒）の後に想

定される変動範囲を監視可能とする。なお、事象発生から

約３秒までは測定範囲を超えるが，監視開始以前の状態で

あるため、要求は満足する。 

また、事象発生の判断／濃縮缶への供給停止の実施／加熱

蒸気の停止着手の判断／貯留設備による放射性物質の貯

留の実施判断に用いる際は、測定範囲内に警報設定値を設

け、この警報の発報に基づき判断・動作を行うため要求は

満足する。 

－ 1 － ○ 

［プルトニウム濃縮缶気相部温度］ 「④プルトニウム濃縮缶気相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶液相部温度］ 「⑤プルトニウム濃縮缶液相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す

については商業機密の観点から公開できません。
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（７／８）

d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備（つづき） 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

④
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
の
温
度

プルトニウム濃縮缶気相部温度 0～200℃ 100～200℃ 

拡大防止対策が機能していることの確認に用いるため、拡

大防止対策の実施（事象発生の検知から約５秒）の後に想

定される変動範囲を監視可能とする。なお、事象発生から

約３秒までは測定範囲を超えるが，監視開始以前の状態で

あるため、要求は満足する。 

また、事象発生の判断／濃縮缶への供給停止の実施／加熱

蒸気の停止着手の判断／貯留設備による放射性物質の貯

留の実施判断に用いる際は、測定範囲内に警報設定値を設

け、この警報の発報に基づき判断・動作を行うため要求は

満足する。

－ 1 － ○ 

［プルトニウム濃縮缶圧力］ 「③プルトニウム濃縮缶の圧力」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶液相部温度］ 「⑤プルトニウム濃縮缶液相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

⑤
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液

相
部
の
温
度 

プルトニウム濃縮缶液相部温度 0～200℃ 100～137℃ 

拡大防止対策が機能していることの確認に用いるため，重

大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 

また、事象発生の判断／濃縮缶への供給停止の実施／加熱

蒸気の停止着手の判断／貯留設備による放射性物質の貯

留の実施判断に用いる際は、測定範囲内に警報設定値を設

け、この警報の発報に基づき判断・動作を行うため要求は

満足する。 

－ 1 － ○ 

［プルトニウム濃縮缶圧力］ 「③プルトニウム濃縮缶の圧力」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶気相部温度］ 「④プルトニウム濃縮缶気相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

⑥
貯
留
タ

ン
ク
の
圧

力
※2 

貯留タンク圧力 0～1MPa 0～0.76MPa 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用い

た対応／放出低減対策の判断に用いるため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能とする。 

－ 10 － ○ 

⑦
貯
留
タ

ン
ク
の
流

量
※2 

貯留タンク流量 0～136Nm3/h 0～80Nm3/h 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用い

た対応に用いるため，重大事故時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

－ 2 － ○ 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「a．臨界事故の拡大を防止するための設備」と兼用する設備

※3 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（８／８）

e．使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 

情報把握設

備への伝送 

①
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
水
位

燃料貯蔵プール等水位 

0～11.5ｍ〔超音波式〕 

0～2ｍ〔メジャー〕 

0～11.5ｍ 

燃料が冠水していることの確認／燃料貯蔵プール等への

注水の開始・停止判断／燃料貯蔵プール等への注水の成否

判断／対策の移行判断／燃料貯蔵プール等の水位監視の

ため，超音波式は重大事故時に想定される変動範囲を監視

可能とする。 

なおメジャーについては重大事故等発生初期の水位は基

本的には左記計測範囲（2ｍ）内で変動すること、燃料貯

蔵プールの水面に揺らぎ等がなければ超音波式を使用し

て計測することから、プロセス変動範囲が計測範囲を上回

っていても要求は満足する。 

〔携行型〕 

3 
〔超音波式〕 

3 
〔メジャー〕 

6 

－ × 

0～11.5ｍ 

燃料が冠水していることの確認／燃料貯蔵プール等への

注水の開始・停止判断／燃料貯蔵プール等への注水の成否

判断／対策の移行判断／燃料貯蔵プール等の水位監視の

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とす

る。 

〔パラメータ伝送型〕 

3 
〔電波式〕 

12 
〔パージ式〕

－ ○ 

②
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル

等
の
温
度

燃料貯蔵プール水温 0～100℃ 25～100℃ 

燃料貯蔵プール等の水温を監視するため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。 

〔携行型〕

3 

6 

－ × 

燃料貯蔵プール等の水温を監視するため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。 

〔パラメータ伝送型〕

12 － ○ 

③
代
替
注
水

設
備
の
流
量

代替注水設備流量 0～240m3/h  0～240m3/h 

燃料貯蔵プール等への注水量の確認／水供給が継続され

ていることの監視のため，重大事故時に想定される変動範

囲を監視可能とする。

3 － － ○ 

④
ス
プ
レ
イ

設
備
の
流
量

スプレイ設備流量 0～114m3/h 0～114m3/h 
スプレイヘッダへの供給流量の監視のため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能とする。
36 － － ○ 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（１／７） 

a．臨界事故の拡大を防止するための設備 

*1:重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータの監視には常設の計器を使用する。

*2:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類する。

ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推定 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ*2 代替パラメータ推定方法 

貯
槽
の
放
射

線
レ
ベ
ル 

放射線レベル*1 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 

貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の
流

量 貯槽掃気圧縮空気流量 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 

貯
留
タ
ン
ク

の
圧
力 

貯留タンク圧力*1 ａ．貯留タンク圧力（他チャンネル）*1 
ａ．貯留設備への放射性物質の導出開始及び完了を判断するために計測し，万一，貯留タンクの圧

力が監視できなくなった場合には，異なる計測点の圧力計よりパラメータを測定する。 

貯
留
タ
ン
ク

の
流
量 

貯留タンク流量*1 ａ．貯留タンク流量（他チャンネル）*1 
ａ．貯留設備への放射性物質の導出が開始されたことを判断するために計測し，万一，貯留タンク

への流量が監視できなくなった場合には，異なる計測点の流量計よりパラメータを測定する。 

貯
留
タ
ン
ク

の
放
射
線
レ

ベ
ル 

貯留タンク放射線レベル*1 ａ．貯留タンク放射線レベル（他チャンネル）*1 

ａ．貯留設備への放射性物質の導出が開始されたことを判断するために計測し，万一，貯留タンク

の放射線レベルが監視できなくなった場合には，異なる計測点の放射線レベル検出器よりパラメー

タを測定する。
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（２／７） 

b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に必要な計装設備 

*1:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類する。

 ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定 

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推定 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ*1 代替パラメータ推定方法 

貯
槽
の
温
度 

貯槽温度 

ａ．貯槽温度（他チャンネル） 

ｂ．冷却水流量又は冷却コイル通水流量 

ｃ．貯槽液位 

ａ．他チャンネルの温度計ガイドパイプを使用し,貯槽温度を測定する。 

ｂ．貯槽の冷却に必要な冷却水が供給されていることを冷却水流量又は冷却コイル通水流量により

把握し，貯槽が沸点未満に冷却されていることを推定する。 

ｃ．貯槽の液位が低下していないことを確認することにより，貯槽が冷却されていることを推定す

る。 

貯
槽
の
液
位 

貯槽液位 

ａ．貯槽液位（他チャンネル） 

ｂ1．貯槽温度及び凝縮水回収先セル又は凝縮水

回収先貯槽液位 

ｂ2．貯槽温度，凝縮水回収先セル又は凝縮水回

収先貯槽液位及び機器注水流量 

ａ．他チャンネルの計装配管を使用し,貯槽液位を測定する。 

ｂ1．貯槽の温度を確認することにより,貯槽の液位が低下していないことを推定する。また，貯槽

の温度が沸点に至っている場合には，凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽液位の上昇率から貯

槽液位を推定する。 

ｂ2．貯槽の温度が沸点に至っている場合には，凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽液位の上

昇率及び機器注水流量から貯槽液位を推定する。 

凝
縮
器

出
口
の

排
気
温

度 凝縮器出口排気温度 
ｂ．貯槽液位及び凝縮水回収先セル又は凝縮水

回収先貯槽液位 

ｂ．凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位から推定される凝縮水の発生率及び貯槽液位か

ら推定される蒸発率が一致していることを確認することにより，沸騰蒸気が凝縮されていることを

推定する。 

セ
ル
導
出

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ

の
差
圧

セル導出ユニットフィルタ差圧 ― 

並列に設置されたフィルタユニットごとに差圧計を設置し，片系列運用とする。一方の系列の差圧

の計測ができない場合には，他方の系列に切り替えるため，対象パラメータの計測が困難とはなら

ないことから,代替パラメータは無し。 

フ
ィ
ル

タ
の
差

圧 フィルタ差圧 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 

凝
縮
水
回
収
先
セ
ル
又
は
凝

縮
水
回
収
先
貯
槽
の
液
位 

凝縮水回収先セル液位 ｂ．凝縮器出口排気温度及び貯槽液位 
ｂ．凝縮器出口排気温度から凝縮器が所定の性能を発揮していることを確認し，貯槽液位の低下量

から凝縮水の発生量を推定することで，凝縮水回収先セルの液位を推定する。 

凝縮水回収先貯槽液位 ｂ．凝縮器出口排気温度及び貯槽液位 
ｂ．凝縮器出口排気温度から凝縮器が所定の性能を発揮していることを確認し，貯槽液位の低下量

から凝縮水の発生量を推定することで，凝縮水回収先貯槽液位の液位を推定する。 
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（３／７） 

 

c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

*1:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類する。 

  ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定 

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推定 

 

  

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ*1 代替パラメータ推定方法 

圧
縮
空
気
貯

槽
の
圧
力 

圧縮空気貯槽圧力 ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量 

ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量が，貯槽等を未然防止濃度に維持するために必要な流量以上であること

確認するために，水素掃気系統の施錠管理している下流側の弁の開度を確認したうえで，圧縮空気

貯槽に必要な圧縮空気が確保されていることを推定する。 

圧
縮
空
気
ユ

ニ
ッ
ト
の
圧

力 圧縮空気ユニット圧力 ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量 

ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量が，貯槽等を未然防止濃度に維持するために必要な流量以上であること

確認するために，水素掃気系統の施錠管理している下流側の弁の開度を確認したうえで，圧縮空気

ユニットに必要な圧縮空気が確保されていることを推定する。 

予
備
圧
縮
空

気
ユ
ニ
ッ
ト

の
圧
力 

予備圧縮空気ユニット圧力 ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量 

ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量が，貯槽等を未然防止濃度に維持するために必要な流量以上であること

確認するために，水素掃気系統の施錠管理している下流側の弁の開度を確認したうえで，予備圧縮

空気ユニットに必要な圧縮空気が確保されていることを推定する。 

手
動
圧
縮
空
気

ユ
ニ
ッ
ト
接
続

系
統
の
圧
力 

手動圧縮空気ユニット接続系統圧力 ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量 

ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量が，貯槽等を未然防止濃度に維持するために必要な流量以上であること

確認するために，かくはん系統又は計装配管の下流側の弁の開度を確認したうえで，手動圧縮空気

ユニットに必要な圧縮空気が確保されていることを推定する。 
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（４／７） 

c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備（つづき） 

*1:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類する。

ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推定 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ*1 代替パラメータ推定方法 

貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量 

貯槽掃気圧縮空気流量 

ａ．貯槽掃気圧縮空気流量（他チャンネル） 

ｂ1．水素掃気系統圧縮空気圧力 

ｂ2．かくはん系統圧縮空気圧力 

ｃ．セル導出ユニット流量 

ａ．他チャンネルの配管を使用し，貯槽掃気圧縮空気流量を測定する。 

ｂ1．可搬型空気圧縮機から水素爆発を想定する機器へ圧縮空気が供給されていることを確認する

ため，水素掃気系統の施錠管理している下流側の弁の開度を確認したうえで系統の圧縮空気圧力を

測定することにより，機器に必要な圧縮空気が供給されていることを推定する。 

ｂ2．可搬型空気圧縮機から水素爆発を想定する機器へ圧縮空気が供給されていることを確認する

ため，かくはん系統の下流側の弁の開度を確認したうえで系統の圧縮空気圧力を測定することによ

り，機器に必要な圧縮空気が供給されていることを推定する。 

ｃ．機器個別の貯槽圧縮空気流量を変化させ，その時のセル導出ユニット流量の変化を確認するこ

とにより，貯槽掃気圧縮空気流量を推定する。 

水
素
の
濃
度 

水素濃度 ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量 
ｃ．貯槽掃気圧縮空気流量より，貯槽等を可燃限界濃度未満に維持するために必要な空気が供給さ

れていることを確認することにより，貯槽等が可燃限界濃度未満であることを推定する。 

セ
ル
導
出
ユ
ニ

ッ
ト
フ
ィ
ル
タ

の
差
圧 

セル導出ユニットフィルタ差圧 ― 

並列に設置されたフィルタユニットごとに差圧計を設置し，片系列運用とする。一方の系列の差圧

の計測ができない場合には，他方の系列に切り替えるため，対象パラメータの計測が困難とはなら

ないことから,代替パラメータは無し。 

フ
ィ
ル
タ
の
差

圧 

フィルタ差圧 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（５／７） 

d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に必要な計装設備 

*1:重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータの監視には常設の計器を使用する。

*2:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類する。

 ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定 

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推定 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ*2 代替パラメータ推定方法 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

濃
縮
缶
供
給
槽

の
液
位 

プルトニウム濃縮缶供給槽液位*1 ｂ．供給槽ゲデオン流量*1 

ｂ．プルトニウム濃縮缶供給槽の液位は，プルトニウム濃縮缶への供給が停止したことにより，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発が防止できたことの判断に使用するため，プルトニウム濃縮

缶へプルトニウム溶液を供給する供給槽ゲデオンの流量を分単位の流量に換算し，これを監視期間

にわたり積算することでプルトニウム濃縮缶供給槽の減少量が確認できることから、プルトニウム

濃縮缶供給槽液位を推定する。 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
加

熱
蒸
気
の
温
度 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度*1 

ａ．プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度（他チャ

ンネル）*1

ｃ．プルトニウム濃縮缶圧力*1、プルトニウム

濃縮缶気相部温度*1及びプルトニウム濃縮缶液

相部温度*1 

ａ．他チャンネルの温度計にてプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度を測定する 

ｃ．プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度は，プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給が停止したこと

により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発が防止できたことの判断に使用するため，拡大防

止対策の成否によりプルトニウム濃縮缶圧力、プルトニウム濃縮缶気相部温度及びプルトニウム濃

縮缶液相部温度が同様に変動することから、これらのパラメータを監視することでプルトニウム濃

縮缶加熱蒸気温度の挙動を推定する。 

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
の

圧
力 プルトニウム濃縮缶圧力*1 

ｃ．プルトニウム濃縮缶気相部温度*1及びプル

トニウム濃縮缶液相部温度*1

ｃ．拡大防止対策が機能していることを確認するために用いるため，拡大防止対策の成否によりプ

ルトニウム濃縮缶圧力と同様にプルトニウム濃縮缶気相部温度及びプルトニウム濃縮缶液相部温

度が変動することから、これらのパラメータを監視することでプルトニウム濃縮缶圧力の挙動を推

定する。 

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
気

相
部
の
温
度

プルトニウム濃縮缶気相部温度*1 

ｃ．プルトニウム濃縮缶圧力*1及びプルトニウ

ム濃縮缶液相部温度*1

ｃ．拡大防止対策が機能していることを確認するために用いるため，拡大防止対策の成否によりプ

ルトニウム濃縮缶気相部温度と同様にプルトニウム濃縮缶圧力及びプルトニウム濃縮缶液相部温

度が変動することから、これらのパラメータを監視することでプルトニウム濃縮缶気相部温度の挙

動を推定する。 

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
液

相
部
の
温
度

プルトニウム濃縮缶液相部温度*1 

ｃ．プルトニウム濃縮缶圧力*1及びプルトニウ

ム濃縮缶気相部温度*1

ｃ1．拡大防止対策が機能していることを確認するために用いるため，拡大防止対策の成否により

プルトニウム濃縮缶液相部温度と同様にプルトニウム濃縮缶圧力及びプルトニウム濃縮缶気相部

温度が変動することから、これらのパラメータを監視することでプルトニウム濃縮缶液相部温度の

挙動を推定する。 
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（６／７） 

d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に必要な計装設備（つづき） 

*1:重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータの監視には常設の計器を使用する。

*2:重要代替監視パラメータは以下のとおり分類する。

ａ．異なる計測点（他チャンネル）への接続による測定

ｂ．他パラメータからの換算等による推定 

ｃ．他パラメータの推移による状況の推定 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ*2 代替パラメータ推定方法 

貯
留
タ
ン
ク

の
圧
力 

貯留タンク圧力*1 ａ．貯留タンク圧力（他チャンネル）*1 
ａ．貯留設備への放射性物質の導出開始及び完了を判断するために計測し，万一，貯留タンクの圧

力が監視できなくなった場合には，異なる計測点の圧力計よりパラメータを測定する。 

貯
留
タ
ン
ク

の
流
量 

貯留タンク流量*1 ａ．貯留タンク流量（他チャンネル）*1 
ａ．貯留設備への放射性物質の導出が開始されたことを判断するために計測し，万一，貯留タンク

への流量が監視できなくなった場合には，異なる計測点の流量計よりパラメータを測定する。 
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第 1.10-3 表 重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推定（７／７） 

e．使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

分類 重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ 代替パラメータ推定方法 

燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
等
の
水
位

燃料貯蔵プール等水位 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 

燃
料
貯
蔵
プ
ー

ル
等
の
温
度

燃料貯蔵プール等温度 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 

代
替
注
水
設
備

の
流
量 

代替注水設備流量 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 

ス
プ
レ
イ
設
備

の
流
量

スプレイ設備流量 ― 

可搬型設備の計測用であるため，重大事故等の起因では破損等の可能性が低いこと，かつ破損等が

あってもバックアップとの交換対応が可能であり，対象パラメータの計測が困難とはならないこと

から,代替パラメータは無し。 
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第 1.10－4 表 補助パラメータ（１／５） 

事象分類 分類 補助パラメータ
補助パラメータの分類の

理由

着手

判断
可搬 常設

a. 臨界事故

の拡大を防

止するため

の設備

貯槽の液位 貯槽液位 

貯槽の状態を確認するパ

ラメータ

× － ○

貯槽の温度 貯槽温度 × － ○

溶液の密度 溶液密度 × － ○

放射線のレベル 放射線レベル 
放射線レベルを確認する

パラメータ 
× － ○

漏えい液受皿の液位 漏えい液受皿液位 セル内の状態を確認する

パラメータ

× － ○

フィルタの差圧 フィルタ差圧 × － ○

圧縮空気貯槽の圧力 圧縮空気貯槽圧力 
圧縮空気貯槽の状態を確

認するパラメータ 
× － ○

室の差圧 室差圧 
換気設備の状態を確認す

るパラメータ 
× － ○

廃ガス洗浄塔の入口

圧力 
廃ガス洗浄塔入口圧力 セル内の状態を確認する

パラメータ

× － ○

溶解槽の圧力 溶解槽圧力 × － ○

エリアの放射線のレ

ベル
エリアモニタ

放射線レベルを確認する

パラメータ 
× － ○

b．冷却機能

の喪失によ

る蒸発乾固

に対処する

ための設備

に必要な計

装設備

膨張槽の液位 膨張槽液位 安全冷却水系の運転状態

を確認するパラメータ 

（内部流体保持） 

○ ○ －

冷却コイルの圧力 冷却コイル圧力 ○ ○ －

廃ガス洗浄塔の入口

圧力

廃ガス洗浄塔入口圧力

セル内の状態を確認する

パラメータ

× ○ ○

混合廃ガス凝縮器入口圧力 × ○ ○

導入先セルの圧力 導出先セル圧力 × ○ －

漏えい液受皿の液位 漏えい液受皿液位 × ○ －

建屋供給冷却水の流

量
建屋供給冷却水流量

代替安全冷却水系の運転

状態を確認するパラメー

タ 

× ○ －

冷却水排水の線量 冷却水排水線量 ○ ○ －

凝縮器の通水流量 凝縮器通水流量 × ○ －

室の差圧 室差圧 
換気設備の状態を確認す

るパラメータ 
× － ○

安全冷却水の放射線

レベル
安全冷却水放射線レベル 

放射線レベルを確認する

パラメータ 
× － ○

c．放射線分

解により発

生する水素

による爆発

に対処する

ための設備

廃ガス洗浄塔入口の

圧力
廃ガス洗浄塔入口圧力 セル内の状態を確認する

パラメータ

× ○ ○

導出先セルの圧力 導出先セル圧力 × ○ －

貯槽の液位 貯槽液位 貯槽の状態を確認するパ

ラメータ

× － ○

貯槽の温度 貯槽温度 × － ○

室の差圧 室差圧 
換気設備の状態を確認す

るパラメータ 
× － ○

漏えい液受皿の液位 漏えい液受皿液位
セル内の状態を確認する

パラメータ
× ○ ○
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第 1.10－4 表 補助パラメータ（２／５） 
 

事象分類 分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類の

理由 
着手 
判断 

可搬 常設 

d．有機溶媒

等による火

災又は爆発

に対処する

ための設備 

プルトニウム濃縮缶

の液位 
プルトニウム濃縮缶密度 プルトニウム濃縮缶の状

態を確認するパラメータ 

× － ○ 

漏えい液受皿の液位 漏えい液受皿液位 × － ○ 
廃ガス洗浄塔の入口

圧力 
廃ガス洗浄塔入口圧力 セル内の状態を確認する

パラメータ 

× － ○ 

フィルタの差圧 フィルタ差圧 × － ○ 

室の差圧 室差圧 
換気設備の状態を確認す

るパラメータ 
× － ○ 

圧縮空気貯槽の圧力 圧縮空気貯槽圧力 
圧縮空気貯槽の状態を確

認するパラメータ 
× － ○ 

e．使用済燃

料貯蔵槽の

冷却等のた

めの設備 

プール水冷却系ポン

プの出口流量 

プール水冷却系ポンプ出口流

量 

燃料貯蔵プールの状態を

確認するパラメータ 

× － ○ 

補給水槽の水位 補給水槽水位 × － ○ 
安全冷却水系冷却水

循環ポンプの出口流

量 

安全冷却水系冷却水循環ポン

プ出口流量 
× － ○ 

安全冷却水系冷却水

循環ポンプの入口温

度 

安全冷却水系冷却水循環ポン

プ入口温度 
× － ○ 

膨張槽の液位 膨張槽液位 × － ○ 
エリアの放射線のレ

ベル 
燃料貯蔵プール等空間線量

（エリアモニタ） 
× － ○ 

f．工場等外

への放射性

物質等の放

出を抑制す

るための設

備 

放出抑制系統調整の

流量 
放出抑制系統調整流量 

放出水の状態を確認する

パラメータ 
× ○ － 

作業部屋の線量当量

率 

前処理建屋作業部屋線量当量

率 

建屋放水の着手判断とし

て用いるパラメータ 

○ ○ － 

分離建屋作業部屋線量当量率 ○ ○ － 

精製建屋作業部屋線量当量率 ○ ○ － 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋作業部屋線量当量率 
○ ○ － 

高レベル廃液ガラス固化建屋

作業部屋線量当量率 
○ ○ － 

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵建屋作業部屋線量当量率 
○ ○ － 

g．重大事故

等への対処

に必要とな

る水の供給

設備 

貯水槽の液位 貯水槽液位 

貯水槽の状態を確認する

パラメータ 

× － ○ 

貯水槽の温度 貯水槽温度 × － ○ 
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第 1.10－4 表 補助パラメータ（３／５） 

事象分類 分類 補助パラメータ
補助パラメータの分類の

理由

着手

判断
可搬 常設

電源 

代替電源の電圧等 

前処理建屋可搬型発電機電圧
※1

電源設備の状態を確認す

るパラメータ 

× ○ －

前処理建屋可搬型発電機燃料

油※1 
× ○ －

分離建屋可搬型発電機電圧※1 × ○ －

分離建屋可搬型発電機燃料油
※1

× ○ －

制御建屋可搬型発電機電圧※1 × ○ －

制御建屋可搬型発電機燃料油
※1

× ○ －

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型発電機電圧※1
× ○ －

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型発電機燃料油※1
× ○ －

高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機電圧※1 
× ○ －

高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型発電機燃料油※1 
× ○ －

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機電圧※1 
× ○ －

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機燃料油
※1

× ○ －

共通電源車発電機電圧※1 × ○ － 

緊急時対策所用電源車発電機

電圧※1 
× ○ － 

母線の電圧

受電開閉設備 154ｋＶ受電電

圧 
× － ○

ユーティリティ建屋 6.9ｋＶ

運転予備用主母線電圧
× － ○

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用母線

Ａ電圧 

× － ○

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用母線

Ｂ電圧 

× － ○

非常用電源建屋 6.9ｋＶ非常

用主母線Ａ電圧 
× － ○

非常用電源建屋 6.9ｋＶ非常

用主母線Ｂ電圧 
× － ○

制御建屋 6.9ｋＶ非常用母線

Ａ電圧 
× － ○

制御建屋 6.9ｋＶ非常用母線

Ｂ電圧 
× － ○

制御建屋 6.9ｋＶ運転予備用

母線電圧 
× － ○

前処理建屋 460Ｖ非常用母線

Ａ電圧 
× － ○

※1 可搬型発電機付きの計測器で測定するパラメータ
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第 1.10－4 表 補助パラメータ（４／５） 

事象分類 分類 補助パラメータ
補助パラメータの分類の

理由

着手

判断
可搬 常設

電源 

（つづき）

母線の電圧

（つづき）

前処理建屋 460Ｖ非常用母線

Ｂ電圧 

電源設備の状態を確認す

るパラメータ 

× － ○

前処理建屋 6.9ｋＶ運転予備

用母線電圧 
× － ○

前処理建屋 6.9ｋＶ常用母線

電圧 
× － ○

分離建屋 460Ｖ非常用母線Ａ

電圧 
× － ○

分離建屋 460Ｖ非常用母線Ｂ

電圧 
× － ○

分離建屋 6.9ｋＶ運転予備用

母線電圧 
× － ○

精製建屋 460Ｖ非常用母線Ａ

電圧 
× － ○

精製建屋 460Ｖ非常用母線Ｂ

電圧 
× － ○

精製建屋 6.9ｋＶ運転予備用

母線電圧 
× － ○

精製建屋 6.9ｋＶ常用母線電

圧 
× － ○

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 6.9ｋＶ非常用母線Ａ

電圧

× － ○

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 6.9ｋＶ非常用母線Ｂ

電圧

× － ○

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 6.9ｋＶ運転予備用母

線電圧

× － ○

高レベル廃液ガラス固化建屋

460Ｖ非常用母線Ａ電圧 
× － ○

高レベル廃液ガラス固化建屋

460Ｖ非常用母線Ｂ電圧 
× － ○

高レベル廃液ガラス固化建屋

6.9ｋＶ運転予備用母線 電

圧 

× － ○

6.9ｋＶ緊急時対策所用母線

Ａ電圧 
× － ○

6.9ｋＶ緊急時対策所用母線

Ｂ電圧 
× － ○

460Ｖ緊急時対策所用母線Ａ

電圧 
× － ○

460Ｖ緊急時対策所用母線Ｂ

電圧 
× － ○

燃料油貯蔵タンクの

液位 

第１非常用ディーゼル発電機

重油貯蔵タンク液位 

貯蔵タンクの状態を確認

するパラメータ 

× － ○

第２非常用ディーゼル発電機

重油貯蔵タンク液位 
× － ○

軽油貯蔵タンク液位 × － ○

軽油用タンク ローリ液位 × － ○

重油貯蔵タンク液位 × － ○
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第 1.10－4 表 補助パラメータ（５／５） 

事象分類 分類 補助パラメータ
補助パラメータの分類の

理由

着手

判断
可搬 常設

その他

モニタリングポスト モニタリングポスト※2

再処理施設から周辺への

放出状況を確認するパラ

メータ

× － ○

主排気筒の放射線の

レベル
主排気筒モニタ※2 × － ○

北換気筒の放射線の

レベル
北換気筒モニタ※2 × － ○

※2 第 45 条 監視測定設備
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（１／８） 

a．臨界事故の拡大を防止するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

①
貯
槽
の
放
射
線
レ
ベ
ル

放射線レベル 

γ線：1E-1～1E+6μSv/h 

中性子線：1E-2～ 

1E+4μSv/h 

1E+0～1E+4μSv/h 

未臨界に移行したことを携行型のサーベイメータを用い

てセル周辺の線量率により判断するため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。 

6 － － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

1E+0～1E+7μSv/h 1E+0～1E+7μSv/h 
臨界事故の発生を判断するため,重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 
－ 24 － － 

②
貯
槽
掃
気
圧

縮
空
気
の
流
量

貯槽掃気圧縮空気流量 0～30m3/h 0～20m3/h 
水素掃気成功判断のため,重大事故時に想定される変動範

囲を監視可能とする。 
6 － － 

データ収集

装置 

③
貯
留
タ

ン
ク
の
圧

力
※2 

貯留タンク圧力 0～1MPa 0～0.76MPa 

貯留タンクへの貯留（自動）成否判断/貯留タンクへの貯

留完了判断のため,重大事故時に想定される変動範囲を監

視可能とする。 

－ 14 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

④
貯
留
タ

ン
ク
の
流

量
※2 

貯留タンク流量 0～136Nm3/h 0～136Nm3/h 
貯留タンクへの貯留（自動）成否判断のため,重大事故時

に想定される変動範囲を監視可能とする。 
－ 4 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

⑤
貯
留
タ
ン

ク
の
放
射
線

レ
ベ
ル

貯留タンク放射線レベル 1E+0～1E+7μSv/h 1E+0～1E+7μSv/h 
貯留タンクへの貯留（自動）成否判断のため,重大事故時

に想定される変動範囲を監視可能とする。 
－ 4 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備」と兼用する設備
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（２／８） 

b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

①
貯
槽
の
温
度

貯槽温度 0～130℃ 29～130℃ 

発生防止対策の成否判断／拡大防止対策の開始判断／異

常な水準の放出防止対策の開始判断／貯槽溶液温度の監

視のため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能と

する。 

106 53 18 
データ収集

装置 

［冷却コイル通水流量］ 0～13m3/h 0～13m3/h 

冷却水供給が継続されていることの監視および冷却水通

水流量を調整するため，重大事故時に想定される変動範囲

を監視可能とする。 

159 － － 
データ収集

装置 

［冷却水流量］ 2.3～107m3/h 0～17m3/h 

冷却水供給が継続されていることの監視および冷却水通水

流量を調整するため，重大事故時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

60 － － 
データ収集

装置 

［貯槽液位］ 「②貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

②
貯
槽
の
液
位

貯槽液位 
液位：0～80kPa 

密度：0～30kPa 

液位：0～65kPa 

密度：0～22.17kPa 

拡大防止対策における機器注水作業の開始判断／機器注水

量の決定／拡大防止対策の成否判断を把握するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 

106 53 － 
データ収集

装置 

［貯槽温度］ 「①貯槽の温度」を監視するパラメータと同じ。 

［機器注水流量］ 0.04～107m3/h 0～1.9m3/h 

機器注水量の調整／機器注水に必要な水供給ができている

ことの成否判断を把握するため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

132 － － 
データ収集

装置 

［凝縮水回収先セル液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮水回収先貯槽液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

③
凝
縮
器
出
口
の
排
気

温
度 

凝縮器出口排気温度 0～130℃ 29～130℃ 

発生蒸気の凝縮効果を監視するため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲および蒸気発生元である貯槽温度の上限値

までを監視可能とする。 

12 － 15 
データ収集

装置 

［貯槽液位］ 「②貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮水回収先セル液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮水回収先貯槽液位］ 「⑥凝縮水回収先セル又は凝縮水回収先貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（３／８） 

b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備（つづき） 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

④
セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧
※2 

セル導出ユニットフィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

セル導出ユニットフィルタの目詰まりによる系統切替の

判断に用いるため，フィルタの重大事故時に想定される変

動範囲を監視可能とする。

20 － － 
データ収集

装置 

⑤
フ
ィ
ル
タ

の
差
圧
※2 

フィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

フィルタの目詰まりによる系統切替の判断に用いるため，

フィルタの重大事故時に想定される変動範囲を監視可能

とする。

20 － － 
データ収集

装置 

⑥
凝
縮
水
回
収
先
セ
ル
又
は
凝
縮

水
回
収
先
貯
槽
の
液
位

凝縮水回収先セル液位 0～20kPa 0～0.85kPa
沸騰蒸気が冷却され凝縮水が発生していることを把握する

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 
8 4 － 

データ収集

装置 

凝縮水回収先貯槽液位 
液位：0～80kPa 

密度：0～5kPa 

液位：0～64.91kPa 

密度：2.615～4.066kPa

沸騰蒸気が冷却され凝縮水が発生していることを把握する

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 
2 1 － 

データ収集

装置 

［貯槽液位］ 「②貯槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［凝縮器出口排気温度］ 「③凝縮器出口の排気温度」を監視するパラメータと同じ。 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」と兼用する設備

※3 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（４／８） 

c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

①
圧
縮
空

気
貯
槽
の

圧
力 

圧縮空気貯槽圧力 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

圧縮空気貯槽から圧縮空気が供給されている状態を把握

するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能と

する。 

4 1※3 －
データ収集

装置 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

②
圧
縮
空
気

ユ
ニ
ッ
ト
の

圧
力

圧縮空気ユニット圧力 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

圧縮空気ユニットから圧縮空気が供給されている状態を

把握するため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可

能とする。 

2 － － 
データ収集

装置 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

③
予
備
圧
縮

空
気
ユ
ニ
ッ

ト
の
圧
力

予備圧縮空気ユニット圧力 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

予備圧縮空気ユニットから圧縮空気が供給されている状

態を把握するため，重大事故時に想定される変動範囲を監

視可能とする。 

6 － － 
データ収集

装置 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

④
手
動
圧
縮
空
気

ユ
ニ
ッ
ト
接
続
系

統
の
圧
力

手動圧縮空気ユニット接続系統圧力 
液位：0～80kPa 

密度：0～10kPa 

液位：0～64.18kPa 

密度：0～5.296kPa 

手動圧縮空気ユニット接続系統が健全であり，掃気開始可

能であるかの判断に用いるため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

14 － － 
データ収集

装置 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

⑤
貯
槽
掃
気
圧
縮
空
気
の
流
量

貯槽掃気圧縮空気流量 0～30m3/h 0～18.09m3/h 

発生防止対策及び拡大防止対策の成否判断／水素掃気機

能が維持されていることの監視／拡大防止対策の開始判

断に用いるため，重大事故時に想定される変動範囲を監視

可能とする。 

153 51 － 
データ収集

装置 

［水素掃気系統圧縮空気圧力］ 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

水素掃気用安全圧縮空気系へ圧縮空気が供給されてい

ることの状態を把握するため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

12 5 － 
データ収

集装置 

［かくはん系統圧縮空気圧力］ 0～1.6MPa 0～0.97MPa 

かくはん用安全圧縮空気系へ圧縮空気が供給されてい

ることの状態を把握するため，重大事故時に想定される

変動範囲を監視可能とする。 

4 － － 
データ収

集装置 

［セル導出ユニット流量］ 0～35m3/h 0～18m3/h 
機器への圧縮空気供給の成否判断を把握するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 
15 － － 

データ収

集装置 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す

※3 貯槽掃気圧縮空気の供給元貯槽圧力を示す
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（５／８） 

c．放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備（つづき） 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

⑥
水
素

の
濃
度

水素濃度 0～25vol% 0～8vol% 
機器内及びセル内の水素濃度の監視のため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能とする。 
15 － － 

データ収集

装置 

［貯槽掃気圧縮空気流量］ 「⑤貯槽掃気圧縮空気の流量」を監視するパラメータと同じ。 

⑦
セ
ル
導
出
ユ

ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧
※2 

セル導出ユニットフィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

セル導出ユニットフィルタの目詰まりによる系統切替の

判断に用いるため，フィルタの重大事故時に想定される変

動範囲を監視可能とする。

20 － － 
データ収集

装置 

⑧
フ
ィ
ル

タ
の
差
圧

※2 

フィルタ差圧 0～1.0kPa 0～0.6kPa

フィルタの目詰まりによる系統切替の判断に用いるため，

フィルタの重大事故時に想定される変動範囲を監視可能

とする。

20 － － 
データ収集

装置 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「b．冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備」と兼用する設備

※3 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（６／８） 

d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

①
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶

供
給
槽
の
液
位

プルトニウム濃縮缶供給槽液位 ～ m3 0.04～3m3 
濃縮缶への供給停止の判断に用いるため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。
－ 1 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

［供給槽ゲデオン流量］ 0～0.14m3/h 0～0.12m3/h 

プルトニウム濃縮缶供給槽の液位によりプルトニウム濃

縮缶への供給が停止していることを判断するため，プルト

ニウム濃縮缶供給槽ゲデオンの流量計の指示値がゼロで

あることを確認可能とする。

－ 1 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

②
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶

加
熱
蒸
気
の
温
度

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度 0～150℃ 40～143℃ 
加熱蒸気の停止の判断に用いるため，重大事故時に想定さ

れる変動範囲を監視可能とする。
－ 2 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

［プルトニウム濃縮缶圧力］ 「③プルトニウム濃縮缶供給槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶気相部温度］ 「④プルトニウム濃縮缶供給槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶液相部温度］ 「⑤プルトニウム濃縮缶供給槽の液位」を監視するパラメータと同じ。 

③
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
圧
力

プルトニウム濃縮缶圧力 -24～2kPa -2～2kPa

拡大防止対策が機能していることの確認に用いるため、拡

大防止対策の実施（事象発生の検知から約５秒）の後に想

定される変動範囲を監視可能とする。なお、事象発生から

約３秒までは測定範囲を超えるが，監視開始以前の状態で

あるため、要求は満足する。 

また、事象発生の判断／濃縮缶への供給停止の実施／加熱

蒸気の停止着手の判断／貯留設備による放射性物質の貯

留の実施判断に用いる際は、測定範囲内に警報設定値を設

け、この警報の発報に基づき判断・動作を行うため要求は

満足する。 

－ 1 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

［プルトニウム濃縮缶気相部温度］ 「④プルトニウム濃縮缶気相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶液相部温度］ 「⑤プルトニウム濃縮缶液相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す

については商業機密の観点から公開できません。
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（７／８） 

d．有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備（つづき） 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

④
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
気
相
部
の
温
度

プルトニウム濃縮缶気相部温度 0～200℃ 100～200℃ 

拡大防止対策が機能していることの確認に用いるため、拡

大防止対策の実施（事象発生の検知から約５秒）の後に想

定される変動範囲を監視可能とする。なお、事象発生から

約３秒までは測定範囲を超えるが，監視開始以前の状態で

あるため、要求は満足する。 

また、事象発生の判断／濃縮缶への供給停止の実施／加熱

蒸気の停止着手の判断／貯留設備による放射性物質の貯

留の実施判断に用いる際は、測定範囲内に警報設定値を設

け、この警報の発報に基づき判断・動作を行うため要求は

満足する。

－ 1 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

［プルトニウム濃縮缶圧力］ 「③プルトニウム濃縮缶の圧力」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶液相部温度］ 「⑤プルトニウム濃縮缶液相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

⑤
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
液

相
部
の
温
度 

プルトニウム濃縮缶液相部温度 0～200℃ 100～137℃ 

拡大防止対策が機能していることの確認に用いるため，重

大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。 

また、事象発生の判断／濃縮缶への供給停止の実施／加熱

蒸気の停止着手の判断／貯留設備による放射性物質の貯

留の実施判断に用いる際は、測定範囲内に警報設定値を設

け、この警報の発報に基づき判断・動作を行うため要求は

満足する。 

－ 1 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

［プルトニウム濃縮缶圧力］ 「③プルトニウム濃縮缶の圧力」を監視するパラメータと同じ。 

［プルトニウム濃縮缶気相部温度］ 「④プルトニウム濃縮缶気相部の温度」を監視するパラメータと同じ。 

⑥
貯
留
タ

ン
ク
の
圧

力
※2 

貯留タンク圧力 0～1MPa 0～0.76MPa 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用い

た対応／放出低減対策の判断に用いるため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能とする。 

－ 10 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

⑦
貯
留
タ

ン
ク
の
流

量
※2 

貯留タンク流量 0～136Nm3/h 0～80Nm3/h 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用い

た対応に用いるため，重大事故時に想定される変動範囲を

監視可能とする。 

－ 2 － 

監視制御盤 

（プリン

タ） 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む

※2「a．臨界事故の拡大を防止するための設備」と兼用する設備

※3 ［ ］は重要代替監視パラメータを示す
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第 1.10－5 表 主要パラメータの監視・記録について（８／８） 

e．使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

分類 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
計測範囲 

重大事故時における 

プロセスの変動範囲 
把握能力（計測範囲の考え方） 

可搬型重大事

故等対処設備 

個数※1 

常設重大事故

等対処設備 

個数 

可搬型計測

器個数※1 
記録先 

①
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
等
の
水
位

燃料貯蔵プール等水位 

0～11.5ｍ〔超音波式〕 

0～2ｍ〔メジャー〕 

0～11.5ｍ 

燃料が冠水していることの確認／燃料貯蔵プール等への

注水の開始・停止判断／燃料貯蔵プール等への注水の成否

判断／対策の移行判断／燃料貯蔵プール等の水位監視の

ため，超音波式は重大事故時に想定される変動範囲を監視

可能とする。 

なおメジャーについては重大事故等発生初期の水位は基

本的には左記計測範囲（2ｍ）内で変動すること、燃料貯

蔵プールの水面に揺らぎ等がなければ超音波式を使用し

て計測することから、プロセス変動範囲が計測範囲を上回

っていても要求は満足する。 

〔携行型〕 

3 
〔超音波式〕 

3 
〔メジャー〕 

6 

－ － 

0～11.5ｍ 

燃料が冠水していることの確認／燃料貯蔵プール等への

注水の開始・停止判断／燃料貯蔵プール等への注水の成否

判断／対策の移行判断／燃料貯蔵プール等の水位監視の

ため，重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とす

る。 

〔パラメータ伝送型〕 

3 
〔電波式〕 

12 
〔パージ式〕

－ 
データ収集

装置 

②
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル

等
の
温
度

燃料貯蔵プール水温 0～100℃ 25～100℃ 

燃料貯蔵プール等の水温を監視するため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。 

〔携行型〕

3 

6 

－ － 

燃料貯蔵プール等の水温を監視するため，重大事故時に想

定される変動範囲を監視可能とする。 

〔パラメータ伝送型〕

12 － 
データ収集

装置 

③
代
替
注
水

設
備
の
流
量

代替注水設備流量 0～240m3/h  0～240m3/h 

燃料貯蔵プール等への注水量の確認／水供給が継続され

ていることの監視のため，重大事故時に想定される変動範

囲を監視可能とする。

3 － － 
データ収集

装置 

④
ス
プ
レ
イ

設
備
の
流
量

スプレイ設備流量 0～114m3/h 0～114m3/h 
スプレイヘッダへの供給流量の監視のため，重大事故時に

想定される変動範囲を監視可能とする。
36 － － 

データ収集

装置 

※1 事故時バックアップおよび待機除外時バックアップを含む
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第 1.10-6 表 パラメータ計測に使用する設備 （1／6） 

パラメータ名称 パラメータの区分 

重大事故等対処に係る措置 

34 条 35 条 36 条 37 条 38 条 40 条 41 条 43 条 45 条 

臨界 蒸発乾固 水素爆発 TBP 溶媒火災 プール冷却 放出抑制 水供給 情報把握設備 監視測定設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

放射線レベル 
重要監視パラメータ 

補助パラメータ 
○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × 

貯槽掃気圧縮空気流量 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
○ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

貯留タンク圧力 重要監視パラメータ ○ × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

貯留タンク流量 重要監視パラメータ ○ × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

貯留タンク放射線レベル 重要監視パラメータ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × 

貯槽温度 

重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 

補助パラメータ 

× ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × 

冷却コイル通水流量 重要代替監視パラメータ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

冷却水流量 
重要代替監視パラメータ 

補助パラメータ 
× × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

貯槽液位 

重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 

補助パラメータ 

× ○ ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × 

機器注水流量 重要代替監視パラメータ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

凝縮器出口排気温度 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
× × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

セル導出ユニットフィルタ

差圧

重要監視パラメータ 
× × ○ × ○ × × × × × × × × × × × × × 

フィルタ差圧
重要監視パラメータ 

補助パラメータ 
× ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × × × × 

凝縮水回収先セル液位 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
× × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

凝縮水回収先貯槽液位 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
× × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

圧縮空気貯槽圧力 
重要監視パラメータ 

補助パラメータ 
× ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × 

圧縮空気ユニット圧力 重要監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

予備圧縮空気ユニット圧力 重要監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

手動圧縮空気ユニット接続

系統圧力 
重要監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

水素掃気系統圧縮空気圧力 重要代替監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

かくはん系統圧縮空気圧力 重要代替監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

セル導出ユニット流量 重要代替監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

水素濃度 重要監視パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 
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第 1.10-6 表 パラメータ計測に使用する設備 （2／6） 

パラメータ名称 パラメータの区分 

重大事故等対処に係る措置 

34 条 35 条 36 条 37 条 38 条 40 条 41 条 43 条 45 条 

臨界 蒸発乾固 水素爆発 TBP 溶媒火災 プール冷却 放出抑制 水供給 情報把握設備 監視測定設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

プルトニウム濃縮缶供給槽

液位 
重要監視パラメータ × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

供給槽ゲデオン流量 重要代替監視パラメータ × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸

気温度 
重要監視パラメータ × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

プルトニウム濃縮缶圧力 
重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
× × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

プルトニウム濃縮缶気相部

温度 

重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
× × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

プルトニウム濃縮缶液相部

温度 

重要監視パラメータ 

重要代替監視パラメータ 
× × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 

燃料貯蔵プール等水位 重要監視パラメータ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

燃料貯蔵プール水温 重要監視パラメータ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

代替注水設備流量 重要監視パラメータ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

スプレイ設備流量 重要監視パラメータ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

膨張槽液位 補助パラメータ × × ○ × × × × × × ○ × × × × × × × × 

冷却コイル圧力 補助パラメータ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

廃ガス洗浄塔入口圧力 補助パラメータ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × × 

導出先セル圧力 補助パラメータ × × × ○ × ○ × × × × × × × × × × × × 

漏えい液受皿液位 補助パラメータ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × × 

建屋供給冷却水流量 補助パラメータ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × 

冷却水排水線量 補助パラメータ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × 

凝縮器通水流量 補助パラメータ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × 

放出抑制系統調整流量 補助パラメータ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × 

溶液密度 補助パラメータ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × 

室差圧 補助パラメータ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × × 

溶解槽圧力 補助パラメータ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × 

混合廃ガス凝縮器入口圧力 補助パラメータ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × 

安全冷却水放射線レベル 補助パラメータ × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × 
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第 1.10-6 表 パラメータ計測に使用する設備 （3／6） 

パラメータ名称 パラメータの区分 

重大事故等対処に係る措置 

34 条 35 条 36 条 37 条 38 条 40 条 41 条 43 条 45 条 

臨界 蒸発乾固 水素爆発 TBP 溶媒火災 プール冷却 放出抑制 水供給 情報把握設備 監視測定設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

水素掃気用希釈空気流量 補助パラメータ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × 

プルトニウム濃縮缶密度 補助パラメータ × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × 

プール水冷却系ポンプ出口

流量 
補助パラメータ × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × 

補給水槽水位 補助パラメータ × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × 

安全冷却水系冷却水循環ポ

ンプ出口流量
補助パラメータ × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × 

安全冷却水系冷却水循環ポ

ンプ入口温度
補助パラメータ × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × 

貯水槽液位 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × 

貯水槽温度 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × 

前処理建屋可搬型発電機電

圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋可搬型発電機燃

料油 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

分離建屋可搬型発電機電圧 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

分離建屋可搬型発電機燃料

油 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

制御建屋可搬型発電機電圧 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

制御建屋可搬型発電機燃料

油 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型発電機電圧
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型発電機燃料油
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機燃料油 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機電

圧 

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機燃

料油 

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 
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第 1.10-6 表 パラメータ計測に使用する設備 （4／6） 

パラメータ名称 パラメータの区分 

重大事故等対処に係る措置 

34 条 35 条 36 条 37 条 38 条 40 条 41 条 43 条 45 条 

臨界 蒸発乾固 水素爆発 TBP 溶媒火災 プール冷却 放出抑制 水供給 情報把握設備 監視測定設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

受電開閉設備 154ｋＶ受電電

圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

非常用電源建屋 6.9ｋＶ非常

用主母線Ａ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

非常用電源建屋 6.9ｋＶ非常

用主母線Ｂ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋 460Ｖ非常用母線

Ａ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋 460Ｖ非常用母線

Ｂ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋 6.9ｋＶ運転予備

用母線電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋 6.9ｋＶ常用母線

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

精製建屋 460Ｖ非常用母線Ａ

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

精製建屋 460Ｖ非常用母線Ｂ

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

精製建屋 6.9ｋＶ運転予備用

母線電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

精製建屋 6.9ｋＶ常用母線電

圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

ユーティリティ建屋 6.9ｋＶ

運転予備用主母線電圧
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用母

線Ａ電圧 

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用母

線Ｂ電圧 

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

制御建屋 6.9ｋＶ非常用母線

Ａ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

制御建屋 6.9ｋＶ非常用母線

Ｂ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

制御建屋 6.9ｋＶ運転予備用

母線電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋 6.9ｋＶ非常用母

線Ａ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

前処理建屋 6.9ｋＶ非常用母

線Ｂ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 
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第 1.10-6 表 パラメータ計測に使用する設備 （5／6） 

パラメータ名称 パラメータの区分 

重大事故等対処に係る措置 

34 条 35 条 36 条 37 条 38 条 40 条 41 条 43 条 45 条 

臨界 蒸発乾固 水素爆発 TBP 溶媒火災 プール冷却 放出抑制 水供給 情報把握設備 監視測定設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

分離建屋 460Ｖ非常用母線Ａ

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

分離建屋 460Ｖ非常用母線Ｂ

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

分離建屋 6.9ｋＶ運転予備用

母線電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 6.9ｋＶ非常用母線Ａ

電圧

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 6.9ｋＶ非常用母線Ｂ

電圧

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 6.9ｋＶ運転予備用母

線電圧

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

高レベル廃液ガラス固化建

屋 460Ｖ非常用母線Ａ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

高レベル廃液ガラス固化建

屋 460Ｖ非常用母線Ｂ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

高レベル廃液ガラス固化建

屋 6.9ｋＶ運転予備用母線

電圧 

補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

共通電源車発電機電圧 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

6.9ｋＶ緊急時対策所用母線

Ａ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

6.9ｋＶ緊急時対策所用母線

Ｂ電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

460Ｖ緊急時対策所用母線Ａ

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

460Ｖ緊急時対策所用母線Ｂ

電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

緊急時対策所用電源車発電

機電圧 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

第１非常用ディーゼル発電

機重油貯蔵タンク液位 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

第２非常用ディーゼル発電

機重油貯蔵タンク液位 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

軽油貯蔵タンク液位 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

軽油用タンク ローリ液位 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

重油貯蔵タンク液位 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 
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第 1.10-6 表 パラメータ計測に使用する設備 （6／6） 

パラメータ名称 パラメータの区分 

重大事故等対処に係る措置 

34 条 35 条 36 条 37 条 38 条 40 条 41 条 43 条 45 条 

臨界 蒸発乾固 水素爆発 TBP 溶媒火災 プール冷却 放出抑制 水供給 情報把握設備 監視測定設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

重大事故等

対処設備 
自主対策設備 

重大事故等対

処設備 
自主対策設備 

前処理建屋作業部屋線量当

量率 
補助パラメータ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 

分離建屋作業部屋線量当量

率 
補助パラメータ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 

精製建屋作業部屋線量当量

率 
補助パラメータ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 

ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋作業部屋線量当量率
補助パラメータ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 

高レベル廃液ガラス固化建

屋作業部屋線量当量率 
補助パラメータ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵建屋作業部屋線量当

量率 

補助パラメータ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 

主排気筒モニタ 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ 

北換気筒モニタ 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ 

モニタリングポスト 補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ 

エリアモニタ 補助パラメータ × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × 

燃料貯蔵プール等空間線量

（エリアモニタ） 
補助パラメータ × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × 

可搬型計測ユニット － × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

可搬型監視ユニット － × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

可搬型計測ユニット用空気

圧縮機 
－ × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × 

可搬型情報収集装置 － × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

可搬型情報収集装置（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋用） 
－ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

可搬型情報表示装置 － × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

可搬型情報表示装置（使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋用） 
－ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

情報把握計装設備用屋内ケ

ーブル 
－ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

建屋間伝送用無線装置 － × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

監視制御盤 － × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 

データ収集装置 － × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × 
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第 1.10－7 表 情報把握計装設備の個数 

設備名 
可搬型重大事故等 

対処設備 

常設重大事故等 

対処設備 
個数※1 

可搬型情報収集装置 ○ － 12 

可搬型情報収集装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用） ○ － 2 

可搬型情報表示装置 ○ － 2 

可搬型情報表示装置（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋用） ○ － 2 

情報把握計装設備用屋内ケーブル － ○ 一式 

建屋間伝送用無線装置 － ○ 一式 

※1可搬型重大事故等対処設備については 事故時バックアップを含む
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対応手段 

①：重要計器による計測

②：重要代替計器による計測

③：共通電源車による給電（自主対策設備）

計測結果による監視不能 

Ｐ／Ｃ 
機能喪失 

Ｍ／Ｃ 
機能喪失 

※1 ※1

凡例 

  ：AND 条件 ：代替手段による対応 

  ：OR 条件 

※2 ※3

第 1.10－1 図 機能喪失原因対策分析 

駆動源喪失 
（非常用電源） 

駆動源喪失 
（常用電源） 

非常用電源喪失 

計器電源喪失 ※4 

①

常用電源喪失

※2 ※3

Ｐ／Ｃ 
機能喪失 

Ｍ／Ｃ 
機能喪失 

外部電源喪失 

※1：計器電源は、計器により以下の２とおりがある。

・常用電源

・非常用電源

②
③ 

※4：臨界事故の拡大防止対策及び有機溶媒等による火
災又は爆発の対策において電源喪失を想定していない
ため，当該事故の対策に用いるパラメータについては，
計器電源喪失を考慮しない。

計器故障※5 

※5：重要計器を接続する常設配管の損傷又は計測範囲を超えた場合によ
り，重要監視パラメータが計測できない場合。
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抽出パラメータ

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

重要監視パラメータ ※2

再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

ＮＯ 

ＮＯ 

仕様変更等の実施

 主要パラメータを計測する計器は重大事故等対処設備として

の要求事項を満たした計器を配備する。

 ただし，目視等により容易に確認できる場合や，可搬型の対策

設備により監視するパラメータであり，予備品により代替できる

場合を除く

重要代替監視パラメータ

再処理施設の状態を間接監視又は推定するパラメータ

対象外 ※3

再処理施設の状態を

監視するパラメータ

補助パラメータ ※4

 電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状

態及びその他の設備の運転状態により再処理施設の状

態を補助的に監視するパラメータ

 再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，自

主対策設備により監視するパラメータ

主要パラメータ

ＹＥＳ 

ＮＯ 

※1 当該重大事故等に対処するために各技術的能力等に用いられる，以下に示すパラメータ

・技術的能力に係る審査基準1.1～1.10（事業指定基準規則第34～43条）の手順着手の判断基準及び操作

手順に用いられるパラメータ。 

・有効性評価の監視項目に係るパラメータ。

・各技術的能力等で使用する設備（重大事故等対処設備を含む）の運転・動作状態を表示する設備（ラン

プ表示灯等）についてはパラメータとしては抽出しない。 

※2 重要監視パラメータは，重要代替監視パラメータ（当該パラメータ以外の重要監視パラメータ等）による

推定手順を整備する。

※3 重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，事業指定基準規則

第34～43条の事業指定基準規則 第33条への適合状況のうち，(2)操作性（事業指定基準規則 第33条

第1項三）にて，適合性を整理する。 

※4 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等

対処設備とする。

※5 抽出パラメータのうち，自主対策設備により監視するパラメータは，使用可能な場合にのみ監視に用いる

パラメータであることから補助パラメータとする。

第 1.10－2図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー 

 再処理施設の状態を間接監視又は推定する 

パラメータか 

 再処理施設の状態を直接監視する 

パラメータか 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

当該重大事故等に対処するため

に各技術的能力等に用いられる

パラメータか ※1

重大事故等の発生防止及び拡大防止対策を成功

させるために把握するこ

とが必要な再処理施設の状態を

直接監視，間接監視又は推定する

パラメータか ※５
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○臨界の対処に使用する計装設備の概要

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（1／7）
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○蒸発乾固の対処に使用する計装設備の概要 

 

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（2／7） 
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○水素爆発の対処に使用する計装設備の概要

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（3／7）
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○ＴＢＰの対処に使用する計装設備の概要 

 

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（4／7） 
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○使用済燃料貯蔵槽の冷却に使用する計装設備の概要

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（5／7）
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○工場等外への放射性物質の放出を抑制するために使用する計装設備の概要 

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（6／7）

80



○可搬型情報表示装置及びデータ伝送設備の概要

第 1.10－3 図 主要設備 系統概要図（7／7）
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流
電
源

遮
断
器
操
作
回
路

非
常
灯

充

電

器

充

電

器

（非常用Ａ系） 

460V 非常用母線 

ａ．非常用所内電源 ｂ．常用所内電源

凡 例

110V DC 母線Ｂ 110V DC 母線Ａ 110V DC 

常用110V蓄電池

非常用 110V 
蓄電池Ｂ 

非常用 110V 
蓄電池Ａ 

運転予備用 
Ｃ系又は 
常用Ｄ系 
460V 母線

運転予備用 
Ｃ系又は 
常用Ｄ系 
460V 母線

（非常用Ｂ系） 

460V 非常用母線 

第 1.10－4 図 電源構成図（直流電源設備単線結線図）（１／8） 

注）直流電源設備の一部は，使用済燃料の受入及び貯蔵に必要な設備である。

直流負荷の無停電交流電源は，計測交流電源設備の 105Ｖ無停電交流母線に給電する。

一部の非常用直流電源設備は配線用遮断器を介して一般負荷にも給電する。

配線用遮断器

母線
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110V DC 
母線Ａ 
又は 
非常用 220V 
蓄電池Ａ 

105V 
無停電交流

注）計測母線は，必要に応じて設ける。
計測制御用交流電源設備の一部は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。
＊：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋においては，非常用Ａ系又は非常用Ｂ系である。

第 1.10－4 図 電源構成図（計測制御用交流電源設備単線結線図）（２／8） 
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DC－AC 

110V DC 
母線又は 
常用110V, 
310V,330V, 
348V,360V,
410V,420V,
425V 又は 
460V 
蓄電池 

運転予備用 
Ｃ系又は 
常用Ｄ系 
460V 母線 

（非常用Ｂ系） 

460V 非常用母線

110V DC 
母線Ｂ 
又は 
非常用 220V 
蓄電池Ｂ 

運転予備用 
Ｃ系又は 
常用Ｄ系 
460V 母線 

（非常用Ａ系） 

460V 非常用母線

母線Ａ
105V 
計測 母線Ａ

105V 
無停電交流 母線Ｂ

105V 
計測 母線Ｂ

静止形
切替スイッチ

配線用遮断器

インバータ

整流器

運転予備用 
Ｃ系又は 
常用Ｄ系 
460V 母線 

運転予備用 
Ｃ系又は 
常用Ｄ系 
460V 母線 

母線

ａ．非常用所内電源 ｂ．常用所内電源

105V 計測母線 

変圧器

凡 例

通
信
連
絡
設
備

通
信
連
絡
設
備

通
信
連
絡
設
備

通
信
連
絡
設
備
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凡例

：接続口

：可搬型電源ケーブル

：電源ケーブル

：42 条重大事故対処設備 

（建屋境界） 

前処理建屋 

200Ｖ 

前処理建屋重大事故対処用母線 前処理建屋重大事故対処用母線 

前処理建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

※前処理建屋重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。

※

※ ※ ※ ※

※

第 1.10－4 図 電源構成図（前処理建屋可搬型発電機～前処理建屋重大事故対処用母線）（３／８） 84



  

200Ｖ 

分離建屋重大事故対処用母線 分離建屋重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

分離建屋 

分離建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 

凡例

：接続口

：可搬型電源ケーブル

：電源ケーブル

：42 条重大事故対処設備 

※ ※

※分離建屋重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。

※ ※ ※ ※

第 1.10－4 図 電源設備の単線結線図（分離建屋可搬型発電機～分離建屋重大事故対処用母線）（４／８）
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200Ｖ 

精製建屋

重大事故対処用母線 

精製建屋

重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

精製建屋 

200Ｖ 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

重大事故対処用母線

（建屋境界） 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

重大事故対処用母線

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

Ｇ 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

凡例

：接続口

：可搬型電源ケーブル

：電源ケーブル

：42 条重大事故対処設備 

可搬型分電盤 可搬型分電盤 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

可搬型分電盤 可搬型分電盤 

※１ ※１

※１ ※１ ※１ ※１ ※２ ※２ ※２ ※２

※２ ※２

※１ 精製建屋重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。

※２ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。

第 1.10－4 図 電源設備の単線結線図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機～

精製建屋重大事故対処用母線及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋重大事故対処用母線）（５／８）
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200Ｖ 

高レベル廃液ガラス固化建屋重大事故対処用母線 高レベル廃液ガラス固化建屋重大事故対処用母線 

（建屋境界） 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

建
屋
代
替
換
気
設
備 

可搬型分電盤 可搬型分電盤 

情
報
把
握
計
装
設
備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

凡例

：接続口

：可搬型電源ケーブル

：電源ケーブル

：42 条重大事故対処設備 

※

※ ※ ※ ※

※

※高レベル廃液ガラス固化建屋重大事故対処用母線２系統のうち，何れか１系統を選択して接続する。

第 1.10－4 図 電源設備の単線結線図（高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機～

高レベル廃液ガラス固化建屋重大事故対処用母線）（６／８）
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200Ｖ 

（建屋境界） 

制御建屋 

代
替
通
信
連
絡
設
備 

100Ｖ 

制御建屋可搬型発電機 

 
Ｇ 

凡例

：接続口

：可搬型電源ケーブル

：42 条重大事故対処設備 

情
報
把
握
計
装
設
備 

100Ｖ 

居
住
性
を
確
保
す
る 

た
め
の
設
備 

居
住
性
を
確
保
す
る 

た
め
の
設
備 

可搬型分電盤 

第 1.10－4 図 電源設備の単線結線図（制御建屋可搬型発電機）（７／８）
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等
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200Ｖ 

100Ｖ 

（建屋境界） 
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Ｇ 
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の
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200Ｖ 

凡例

：接続口

：可搬型電源ケーブル

：電源ケーブル

：42 条重大事故対処設備 

代
替
通
信
連
絡
設
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100Ｖ 

燃
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貯
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の
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の
機
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の
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に

必
要
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状
態
監
視
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貯
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ー
ル
等
の
冷
却
等

の
機
能
喪
失
の
対
処
に

必
要
な
空
冷
設
備
※ 

可搬型監視ユニット 

200Ｖ 

100Ｖ 100Ｖ 100Ｖ 

可搬型分電盤 

※一部建屋内

設備設置

第 1.10－4 図 電源設備の単線結線図（可搬型発電機～使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）（８／８） 89



第 1.10－5 図 情報把握計装設備設置のタイムチャート 

3
放管
6,8班

3
放管
7,9班

中央制御室
対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
7,9班

精製建屋
対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
6,8班

分離建屋
対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
7,9班

ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋

対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
6,8班

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋

対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
6,8班

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋

対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
6,8班

前処理建屋
対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
7,9班

使用済燃料の受

入れ施設及び貯

蔵施設の制御室

対処建屋内

作業
情報収集装置設置 3

放管
6,8班

32:00 33:00 34:00

情報把握計装

設備の設置

建屋外 資機材運搬 保管庫から設置場所までの運搬

26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:0020:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:0014:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:0013:00

1日目 2日目
備考

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

対策 作業 要員数 作業班

準備時間

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30
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第 1.10－6 図 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順

凡例

： 操作・確認

： 判断

： 監視

重大事故等の発生

監視制御盤，データ収集装置（緊急時対策所）及
びデータ表示装置（緊急時対策所）にてパラメー
タの監視および記録が可能か※１

情報把握計装設備を設置する優先順位の判断※２

情報把握計装設備の設置

※1　監視制御盤，データ収集装置及びデータ表
示装置の状況確認
　実施組織要員は，重大事故等が発生している再
処理施設の状況を確認し，監視制御盤，データ収
集装置及びデータ表示装置にてパラメータの監視
及び記録が可能か確認を行う。

※2　情報把握計装設備の設置優先順位の判断監
視制御盤，データ収集装置及びデータ表示装置が
使用できない場合は，情報把握計装設備を設置す
る優先順位の判断及び決定を行う。

使用不可

使用可能

パラメータの監視及び記録

監視制御盤，データ収集装置及

びデータ表示装置にて継続監視
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名称

審査基準，基準規則と対処設備との対応表

重大事故等対処に必要なパラメータの選定

重大事故等対処に係る監視事項

重大事故等対策の成立性

可搬型計測器の必要個数整理

代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について

自主対策設備仕様

手順のリンク先について

再処理施設　補足説明資料リスト

1．10　事故時の計装に関する手順等

資料No.
再処理施設　補足説明資料

補足説明資料1.10-1

補足説明資料1.10-8

補足説明資料1.10-2

補足説明資料1.10-3

補足説明資料1.10-4

補足説明資料1.10-6

備考

補足説明資料1.10-7

補足説明資料1.10-5

（1/1） 92



補足説明資料 1.10-1  
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補足説明資料1.10-1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／3） 

技術的能力審査基準（ 1.10） 番号 事業指定基準規則（43 条）  設工認技術基準規則（37 条）  番号 

【本文】 
１ 再処理事業者において、重大
事故等が発生し、計測機器（非常
用のものを含む。）の直流電源の喪
失その他の故障により当該重大事
故等に対処するために監視するこ
とが必要なパラメータを計測する
ことが困難となった場合において
当該パラメータを推定するために
有効な情報を把握するために必要
な手順等が適切に整備されている
か、又は整備される方針が適切に
示されていること。 

① 

【本文】 
再処理施設には，重大事故等が
発生し，計測機器（非常用のも
のを含む。）の直流電源の喪失
その他の故障により当該重大
事故等に対処するために監視
することが必要なパラメータ
を計測することが困難となっ
た場合において当該パラメー
タを推定するために有効な情
報を把握できる設備を設けな
ければならない。

【本文】 
再処理施設には、重大事故等が発生し、
計測機器（非常用のものを含む。）の
直流電源の喪失その他故障により当該
重大事故等に対処するために監視する
ことが必要なパラメータを計測するこ
とが困難となった場合において当該パ
ラメータを推定するために有効な情報
を把握できる設備を施設しなければな
らない。

③ 

【解釈】 
１ 第１項に規程する「当該重大
事故等に対処するために監視する
ことが必要なパラメータを計測す
ることが困難となった場合にもい
ても当該パラメータを推定するた
めに有効な情報を把握するために
必要な手順等」とは、例えば、テ
スターと換算表を用いて必要な計
測を行なうこと又はこれと同等以
上の効果を有する措置を行うため
の手順等をいう。なお、「当該重大
事故等に対処するために監視する
ことが必要なパラメータ」とは、
事業者が検討すべき重大事故等対
策を成功させるために把握するこ
とが必要な再処理施設の状態を意
味する。

－ 

【解釈】 
１ 第１項に規程する「直流電
源の喪失」とは，設計基準の要
求により措置されている保安
電源設備の直流電源を喪失す
ることをいう。 
２ 第１項に規程する「パラメ
ータを推定するために有効な
情報を把握できる」とは，テス
ターと換算表を用いて必要な
計測を行なうことをいう。

－ 

【本文】 
２ 再処理事業者において、再処
理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生
した場合においても必要な情報を
把握するために必要な手順等が適
切に整備されているか、又は整備
される方針が適切に示されている
こと。 

② 

【本文】 
２ 再処理施設には，再処理施
設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが
発生した場合においても必要
な情報を把握できる設備を設
けなければならない。 

【本文】 
２ 再処理施設には、再処理施設への
故意による大型航空機の衝突その他の
テロリズムが発生した場合においても
必要な情報を把握できる設備を施設し
なければならない。

④ 

【解釈】 
２ 第 1 項に規程する「故意によ
る大型航空機の衝突その他のテロ
リズムが発生した場合においても
必要な情報を把握する」について
は、発生する事故の特徴から、作
業可能な状態が比較的長時間確保
できる可能性がある場合には、施
設の遠隔操作に代えて、緊急時の
モニタや施設制御を現場において
行うための手順等を整備すること
を含む。

－ 

【解釈】 
３ 第２項に規程する「必要な
情報を把握できる」とは，発生
する事故の特徴から，作業可能
な状態が比較的長時間確保で
きる可能性がある場合には，施
設の遠隔操作に代えて，緊急時
のモニタや施設制御場を現場
において行うことを含むもの
とする。 

－ 

【本文】 
３ 前項の設備は，共通要因
によって制御室と同時にそ
の機能が損なわれないもの
でなければならない。 

【本文】 
３ 前項の設備は、共通要因によって
制御室と同時にその機能が損なわれな
いものでなければならない。 

⑤ 

【解釈】 
４ 第３項に規程する「共通要
因によって制御室と同時にそ
の機能が損なわれない」とは，
第４６条に規程する「緊急時対
策所」に，「必要な情報を把握
できる設備」を備えることによ
り制御室と同時に機能を喪失
しないことをいう。 

－ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／3） 

重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応 
番号 

備考 手段 機器名称 

重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
の
計
測 

重要計器 既設 
新設 

①
③

－ － －

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

に
よ
る
推
定 

重要計器 
重要代替計器 

既設 
新設 

①
③

－ － －

他
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
よ
る
計
測 

重要計器 
重要代替計器 

既設 
新設 

①
③

－ － －

計
器
電
源
の
喪

失 

重要計器 
重要代替計器 

既設 
新設 

①
③

－ 

計
器
電
源
の
喪

失 共通電源車 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録 

情報把握計装設備 
（可搬型情報収集装
置，可搬型情報収集
装置（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用），
可搬型情報表示装
置，可搬型情報表示
装置（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用），
建屋用ケーブル，建
屋外ケーブル） 
監視制御盤 
データ収集装置 

新設 
①
③

－ － －

故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
情
報
把
握

情報把握計装設備 
（可搬型情報収集装
置，可搬型情報収集
装置（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用），
可搬型情報表示装
置，可搬型情報表示
装置（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋用），
建屋用ケーブル，建
屋外ケーブル） 
監視制御盤 
データ収集装置 

新設 
②
④
⑤

－ － －
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／3） 

 

 

技術的能力審査基準（ 1.10） 適合方針 

【本文】 
１ 再処理事業者において、重大事故等が発生し、
計測機器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪
失その他の故障により当該重大事故等に対処する
ために監視することが必要なパラメータを計測す
ることが困難となった場合において当該パラメー
タを推定するために有効な情報を把握するために
必要な手順等が適切に整備されているか、又は整
備される方針が適切に示されていること。 

安全機能を有する施設の計測機器（非常用の
ものを含む）が機能喪失した場合に，可搬型
の計測機器により，重大事故等対処を実施す
るために把握が必要なパラメータを計測す
るための手順を整備する。 

【解釈】 
１ 第１項に規程する「当該重大事故等に対処す
るために監視することが必要なパラメータを計測
することが困難となった場合にもいても当該パラ
メータを推定するために有効な情報を把握するた
めに必要な手順等」とは、例えば、テスターと換
算表を用いて必要な計測を行なうこと又はこれと
同等以上の効果を有する措置を行うための手順等
をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために
監視することが必要なパラメータ」とは、事業者
が検討すべき重大事故等対策を成功させるために
把握することが必要な再処理施設の状態を意味す
る。 

－ 

【本文】 
２ 再処理事業者において、再処理施設への故意
による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発
生した場合においても必要な情報を把握するため
に必要な手順等が適切に整備されているか、又は
整備される方針が適切に示されていること。 

再処理施設への故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムが発生した場合には，
代替計測器による把握が必要な情報の計測
作業に着手するとともに，情報把握計装設備
により，当該情報を中央制御室及び緊急時対
策所に伝送し，表示するための手順を整備す
る。 

【解釈】 
２ 第 1 項に規程する「故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズムが発生した場合において
も必要な情報を把握する」については、発生する
事故の特徴から、作業可能な状態が比較的長時間
確保できる可能性がある場合には、施設の遠隔操
作に代えて、緊急時のモニタや施設制御を現場に
おいて行うための手順等を整備することを含む。 

－ 
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補足説明資料 1.10-2  
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補足説明資料 1.10-2 

重大事故等対処に必要なパラメータの選定 

1. 選定の考え方

重大事故等の発生防止及び拡大防止対策を成功させるために把握すること

が必要な再処理施設の状態を監視する主要パラメータは，技術的能力に係る

審査基準 1.1～1.10（事業指定基準規則第 34～43 条）の手順着手の判断基準

及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用

いるパラメータより選定する。 

 選定した主要パラメータ及び代替パラメータは，以下の通り分類する（第

１図参照）。 

 なお，重大事故等の対処に必要なパラメータのうち，再処理施設の状態を

直接監視するパラメータを次の 2 項で選定する。また，全ての監視対象パラ

メータについては添付資料 1.10.3 で整理する。

主要パラメータ 

・重要監視パラメータ

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設

備としての要求事項を満たした計器を，少なくとも１つ以上を有するパ

ラメータをいう。

代替パラメータ 

・重要代替監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処

設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパ

ラメータをいう。

補助パラメータ 

抽出パラメータのうち，再処理施設の状態を直接監視することはでき

ないが，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその

他の設備の運転状態により，再処理施設の状態を補助的に監視するパラ

メータをいう。

 なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその代替

パラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は，重大事故等時に再
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処理施設の状況を把握するため，主要パラメータを計測する計器の 1 つを，

重大事故等対処設備としての要求を満たした計器に変更する。 
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第１図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー 

抽出パラメータ

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

重要監視パラメータ ※2

再処理施設の状態を直接監視するパラメータ

ＮＯ 

ＮＯ 

仕様変更等の実施

 主要パラメータを計測する計器は重大事故等対処設備として

の要求事項を満たした計器を配備する。

 ただし，目視等により容易に確認できる場合や，可搬型の対策

設備により監視するパラメータであり，予備品により代替できる

場合を除く

重要代替監視パラメータ

再処理施設の状態を間接監視又は推定するパラメータ

対象外 ※3

再処理施設の状態を

監視するパラメータ

補助パラメータ ※4

 電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状

態及びその他の設備の運転状態により再処理施設の状

態を補助的に監視するパラメータ

 再処理施設の状態を監視するパラメータのうち，自

主対策設備により監視するパラメータ

主要パラメータ

ＹＥＳ 

ＮＯ 

※1 当該重大事故等に対処するために各技術的能力等に用いられる，以下に示すパラメータ

・技術的能力に係る審査基準 1.1～1.10（事業指定基準規則第 34～43 条）の手順着手の判断基準及び操

作手順に用いられるパラメータ。

・有効性評価の監視項目に係るパラメータ。

・各技術的能力等で使用する設備（重大事故等対処設備を含む）の運転・動作状態を表示する設備（ラン

プ表示灯等）についてはパラメータとしては抽出しない。 

※2 重要監視パラメータは，重要代替監視パラメータ（当該パラメータ以外の重要監視パラメータ等）によ

る推定手順を整備する。

※3 重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，事業指定基準規

則 第34～43条の事業指定基準規則 第33条への適合状況のうち，(2)操作性（事業指定基準規則 第33

条 

第1項三）にて，適合性を整理する。 

※4 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故

等対処設備とする。

※5 抽出パラメータのうち，自主対策設備により監視するパラメータは，使用可能な場合にのみ監視に用い

るパラメータであることから補助パラメータとする。

 再処理施設の状態を間接監視又は推定する 

パラメータか 

 再処理施設の状態を直接監視する 

パラメータか 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

当該重大事故等に対処するため

に各技術的能力等に用いられる

パラメータか ※1

重大事故等の発生防止及び拡大防止対策を成功

させるために把握するこ

とが必要な再処理施設の状態を

直接監視，間接監視又は推定する

パラメータか ※５
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2. 選定の結果

重大事故等の対処に必要なパラメータとして，技術的能力に係る審査基準

1.1～1.10 のパラメータの手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパ

ラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータの中から，重

大事故等の発生防止及び拡大防止対策を成功させるために把握することが必

要な再処理施設の状態を直接監視するパラメータを選定した。 

選定結果を第１表に示す。 

第１表 重大事故等の対処に必要なパラメータ（１／３） 

【冷却機能の喪失による蒸発乾固】 

分類 主要パラメータ 代替パラメータ 

膨
張
槽
の
液
位 

第１高レベル濃縮廃液貯槽冷却水膨張槽水位 

第２高レベル濃縮廃液貯槽冷却水膨張槽水位 

安全系冷却水系膨張槽水位 

高レベル廃液共用貯槽冷却水膨張槽水位 

安全冷却水 1 膨張槽水位 

①冷却水流量

②冷却水供給先の温度・液位パラメータ

冷
却
コ
イ
ル

の
圧
力 

冷却コイル圧力 ― 

貯
槽
の
温
度 

第１高レベル濃縮廃液貯槽廃液温度１ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽廃液温度１ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽廃液温度１ 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽廃液温度１ 

第１不溶解残渣廃液一時貯槽廃液温度１ 

第２不溶解残渣廃液一時貯槽廃液温度１ 

第１不溶解残渣廃液貯槽廃液温度１ 

第２不溶解残渣廃液貯槽廃液温度１ 

高レベル廃液共用貯槽廃液温度１ 

高レベル廃液混合槽廃液温度 

供給液槽廃液温度 

供給液槽廃液温度 

第１高レベル濃縮廃液貯槽廃液温度１ 

①貯槽温度（他チャンネル）

②冷却水流量

③貯槽液位

冷
却
水
の

流
量 

冷却水流量 ― 

※：［ ］は有効監視パラメータ又は有効代替監視パラメータ（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば

再処理施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表１ 重大事故等の対処に必要なパラメータ（２／３） 

分類 主要パラメータ 代替パラメータ 

貯
槽
の
液
位 

第１高レベル濃縮廃液貯槽液位 

第２高レベル濃縮廃液貯槽液位 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽液位 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽液位 

第１不溶解残渣廃液一時貯槽液位 

第２不溶解残渣廃液一時貯槽液位 

第１不溶解残渣廃液貯槽液位 

第２不溶解残渣廃液貯槽液位 

高レベル廃液共用貯槽液位 

高レベル廃液混合槽 A 液位 1 

高レベル廃液混合槽 B 液位 1 

供給液槽 A 下部液位 

供給槽 A 下部液位 

供給液槽 B 下部液位 

供給槽 B 下部液位 

①貯槽液位（他チャンネル）

②貯槽密度

③換算表

機
器
の
注

水
流
量 

機器注水流量 ― 

凝
縮
器
出
口
排

気
の
温
度 

凝縮器出口排気温度 ― 

凝
縮
器
の
通

水
流
量 

凝縮器通水流量 ― 

廃
ガ
ス
洗
浄
塔
の

入
口
圧
力 

不溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口

圧力Ａ 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入

口圧力Ａ 

①廃ガス洗浄塔入口圧力（他チャンネル）

②導出先セル圧力

導
出
先
セ
ル

の
圧
力 

導出先セルの圧力 ①漏えい液受皿液位（他チャンネル）

フ
ィ
ル
タ
の

差
圧

フィルタ差圧 ― 

※：［ ］は有効監視パラメータ又は有効代替監視パラメータ（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば

再処理施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。
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表１ 重大事故等の対処に必要なパラメータ（３／３） 

分類 主要パラメータ 代替パラメータ 

漏
え
い
液
受
皿
の
液
位 

高レベル濃縮廃液貯槽第１セル漏えい液受皿液

位Ａ 

高レベル濃縮廃液貯槽第２セル漏えい液受皿液

位Ａ 

高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿液

位Ａ 

不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿１液

位 

不溶解残渣廃液貯槽第１セル漏えい液受皿液位

Ａ 

不溶解残渣廃液貯槽第２セル漏えい液受皿液位

Ａ 

高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿液位Ａ 

固化セル漏えい液受皿液位 A 

高レベル廃液混合槽第 1 セル漏えい液受皿液位

A 

高レベル廃液混合槽第 2 セル漏えい液受皿液位

A 

①廃ガス洗浄塔入口圧力（他チャンネル）

②貯槽液位

※：［ ］は有効監視パラメータ又は有効代替監視パラメータ（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば

再処理施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

103



補足説明資料 1.10-3  
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補足説明資料 1.10-3 

重大事故等対処に係る監視事項 

 

1. はじめに 

  重大事故等時における運転員の対応操作においては，監視計器を用い

てプラント状態を的確に把握する必要がある。また，対応操作の実施に

あたって，監視計器を用いて適切な手順を選定し，適切なタイミングで

対応操作を行うことが重要である。 

  重大事故等時に，実施組織要員が確認する監視項目について，主要パ

ラメータに加え主要パラメータが監視できない場合の代替パラメータ

及び全交流動力電源が喪失した場合の影響も含めて，「2. 監視項目」

に示すパラメータを第１表の通り取りまとめた。 

 

2. 監視項目 

  技術的能力 1.1～1.10 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられ

るパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータに

ついて整理した。 

  (1) 技術的能力 1.1～1.10 の手順着手の判断基準及び操作手順に用い

られるパラメータ【技術的能力における各手段の判断と確認】 

  (2) 有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ【有効性評価の監

視項目に係る判断と確認】 

 

3. 重大事故等対処に係る監視事項について 

  第 1 表の「重大事故等対処に係る監視事項」についての解説を以下に

示す。 

  ａ．「対応手段」欄は，事故処置中に確認する項目，対応手段を示す。 

  ｂ．各技術的能力の「項目」欄については，抽出パラメータ又は抽出

パラメータの代替パラメータにより判断又は確認する項目を示す。 

  ｃ．「抽出パラメータを計測する計器」欄は，判断基準の確認で使用

する必要なパラメータを計測する計器を示す。 

  ｄ．「抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器」欄は，抽出

パラメータが監視できない場合に監視するパラメータを計測する

計器を示す。 

  ｅ．「SBO 影響（直後）」欄は，全交流動力電源喪失発生直後（蓄電池

が健全）において，蓄電池からの給電により監視可能な計器数を
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示す。 

  ｆ．「SBO 影響（負荷切離し後）」欄は，負荷を切離し，直流電源を延

命した場合に監視可能な計器数を示す。 

  ｇ．「パラメータ分類」欄は，抽出パラメータの分類を示し，その結

果を①～③にて示す。 

① 重要監視パラメータ

② 有効監視パラメータ

③ 補助パラメータ

  ｈ．「補助パラメータ分類理由」欄は，補助パラメータの選定につい

て，その理由を示す。 

  ｉ．「評価 計器故障等」欄は，抽出パラメータが計器故障等で監視で

きない場合に，判断基準の確認を抽出パラメータの代替パラメー

タによる推定可否を評価し，監視方法を示す。

  ｊ．「評価 SBO）欄は，全交流動力電源喪失の影響を考慮した場合に，

判断基準の確認が可能なパラメータの監視方法を示す。 

・負荷を切離し，直流電源を延命した場合に監視可能な計器を評

価し，監視方法について記載している。

第１表 重大事故等対処に係る監視事項（例） 

 

 

※ 抽出パラメータを計測する計器の計器名称又は抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器の

計器名称の灰色部は，計測されるパラメータが重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータであ

ることを示す。

※ ［  ］は有効監視パラメータ又は有効代替監視パラメータ（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可

能であれば再処理施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.1 蒸発乾固の発生の防止のための措置の対応手段 

a．内部ループ通水による冷却 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準

膨 張 槽

の 液 位  

可 搬 型 膨 張 槽 液

位 計  
10 －  －  ① －  

可搬型冷却水流量 5 －  －  

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されているこ

とを推定する。 

－  

冷却水供給先の温度・液位パラ

メータ
－  －  －  

貯槽の温度および液位を計測し，蒸

発による溶液の減少がないことに

より未沸騰であることで貯槽の冷

却に必要な冷却水が供給されてい

ることを推定する。 

－  

貯槽の温

度 

可 搬 型 貯 槽 温 度

計  
15 －  －  ① －  

可搬型冷却水流量 1 －  －  

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されているこ

とを推定する 
－  

可搬型貯槽液位 15 －  －  

貯槽の液位を計測し，蒸発による溶

液の減少がないことにより未沸騰

であることを推定する 

冷却水の

流量 

可 搬 型 冷 却 水 流

量 計  
1 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  

操
作

貯 槽 の

温 度  

可 搬 型 貯 槽 温 度

計  
15 －  －  ① －  

可搬型冷却水流量 1 －  －  

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されているこ

とを推定する －  

可搬型貯槽液位 15 －  －  

貯槽の液位を計測し，蒸発による溶

液の減少がないことにより未沸騰

であることを推定する 

冷却水の

流量 

可 搬 型 冷 却 水 流

量 計  
1 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  
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  なお，第１表について，2 項で設定した監視項目（【技術的能力におけ

る各手段の判断と確認】及び【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】）

について，以下の順に整理する。 

1. 技術的能力における各手段の判断と確認

・1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等

・1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等

・1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手

順等 

・1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等

・1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

・1.6 放射性物質の漏えいに対処するための手順等

・1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等

・1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等

・1.9 電源の確保に関する手順等

・2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項

2. 有効性評価の監視項目に係る判断と確認

・2.1 臨界事故

・2.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

・2.3 放射線分解により発生する水素による爆発

・2.4 有機溶媒等による火災又は爆発

・2.5 燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失

・2.6 重大事故等の同時発生
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.1 蒸発乾固の発生の防止のための措置の対応手段 

a．内部ループ通水による冷却 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準

膨 張 槽

の 液 位  

可 搬 型 膨 張 槽 液

位 計  
10 － － ① －

可搬型冷却水流量 5 － －

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する。 

－

冷却水供給先の温度・液位パラ

メータ
－ － －

貯槽の温度および液位を計測し，

蒸発による溶液の減少がないこと

により未沸騰であることで貯槽の

冷却に必要な冷却水が供給されて

いることを推定する。 

－

貯槽の温

度 

可 搬 型 貯 槽 温 度

計  
15 － － ① －

可搬型冷却水流量 1 － －

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する 
－

可搬型貯槽液位 15 － －

貯槽の液位を計測し，蒸発による

溶液の減少がないことにより未沸

騰であることを推定する 

冷却水の

流量 

可 搬 型 冷 却 水 流

量 計  
1 － － ① － － － － － 故障時バックアップで対応可能 －

操
作

貯 槽 の

温 度

可 搬 型 貯 槽 温 度

計  
15 － － ① －

可搬型冷却水流量 1 － －

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する －

可搬型貯槽液位 15 － －

貯槽の液位を計測し，蒸発による

溶液の減少がないことにより未沸

騰であることを推定する 

冷却水の

流量 

可 搬 型 冷 却 水 流

量 計  
1 － － ① － － － － － 故障時バックアップで対応可能 －
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.1 蒸発乾固の発生の防止のための措置の対応手段 

ｂ．共通電源車を用いた冷却機能の回復 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準

貯 槽 の

温 度

高 レ ベ ル 濃 縮 廃

液 貯 槽 溶 液 温 度

計  

高 レ ベ ル 濃 縮 廃

液 一 時 貯 槽 溶 液

温 度 計  

高 レ ベ ル 廃 液 共

用 貯 槽 溶 液 温 度

計  

高 レ ベ ル 廃 液 混

合 槽 溶 液 温 度 計  

供 給 液 槽 溶 液 温

度 計  

供 給 槽 溶 液 温 度

計  

11 － － ② －

冷 却 水 流 量 計 － －

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する。 

－

貯 槽 液 位 － －

貯槽の液位を計測し，蒸発による

溶液の減少がないことにより未沸

騰であることを推定する。 

－
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.1 蒸発乾固の発生の防止のための措置の対応手段 

c．安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による冷却 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準

貯 槽 の

温 度

高 レ ベ ル 濃 縮 廃

液 貯 槽 溶 液 温 度

計  

高 レ ベ ル 濃 縮 廃

液 一 時 貯 槽 溶 液

温 度 計  

高 レ ベ ル 廃 液 共

用 貯 槽 溶 液 温 度

計  

高 レ ベ ル 廃 液 混

合 槽 溶 液 温 度 計  

供 給 液 槽 溶 液 温

度 計  

供 給 槽 溶 液 温 度

計  

11 － － ② －

冷 却 水 流 量 計 － －

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する。 

－

貯 槽 液 位 － －

貯槽の液位を計測し，蒸発による

溶液の減少がないことにより未沸

騰であることを推定する。 

操
作

冷 却 水

の 流 量  

安 全 冷 却 水 流 量

計  
－ － ② － － － － 故障時バックアップで対応可能 －
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の対応手段 

a．貯水槽から機器への注水 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 
判
断
基
準

貯槽の液

位 

可 搬 型 貯 槽 液 位

計  
15 － － ① －

貯槽密度 － － －

密度測定用の計装配管に可搬型貯

槽液位計を接続し，貯槽液位を測

定する。 

－

換算表 － － －

主パラメータを計測するために必

要な計装配管の損傷により液位計

測不可となる可能性がある。液位

計測不可となった場合は，初期温

度，崩壊熱密度，注水流量等の条

件から換算表を用い液位を推定す

る。 

－

操
作

機器の注

水流量 

可 搬 型 機 器 注 水

流 量 計  
15 － － ① － － － － － 故障時バックアップで対応可能 －
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ 

 

  

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の対応手段 

 b．冷却コイル等への通水による冷却 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準 

冷却コイ

ルの圧力 

可 搬 型 冷 却 コ イ

ル 圧 力 計  
10 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  

貯槽の温

度 

可 搬 型 貯 槽 温 度

計  
15 －  －  ① －  

可搬型冷却水流量 5  －  －  

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する 

－  

可搬型貯槽液位 15  －  －  

貯槽の液位を計測し，蒸発による

溶液の減少がないことにより未沸

騰であることを推定する 

－  

操
作 

冷却水の

流量 

可 搬 型 冷 却 水 流

量 計  
15 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の対応手段 

c．給水処理設備等から機器への注水 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準

貯槽の温

度 

高 レ ベ ル 濃 縮 廃

液 貯 槽 溶 液 温 度

計  

高 レ ベ ル 濃 縮 廃

液 一 時 貯 槽 溶 液

温 度 計  

高 レ ベ ル 廃 液 共

用 貯 槽 溶 液 温 度

計  

高 レ ベ ル 廃 液 混

合 槽 溶 液 温 度 計  

供 給 液 槽 溶 液 温

度 計  

供 給 槽 溶 液 温 度

計  

11 － － ② －

冷 却 水 流 量 計 － －

貯槽の冷却に必要な冷却水が供給

されていることを冷却水流量によ

り把握し，貯槽が冷却されている

ことを推定する。 

－

貯 槽 液 位 － －

貯槽の液位を計測し，蒸発による

溶液の減少がないことにより未沸

騰であることを推定する。 

－
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第１表 重大事故等対処に係る監視事項 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

①：重要代替監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ 

 

対応手段 項目 

監視パラメータ 

分類 

抽出パラメータを計測する計器 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器 評価 

計器名称 計器数 
SBO 影響 パラメータ 

分類 

補助パラメータ 

分類理由 
計器名称 計器数 

SBO 影響 
計器故障等 SBO 

直後 負荷切り離し後 直後 負荷切り離し後 

1.2.2.2 蒸発乾固の拡大の防止のための措置の対応手段 

 b．冷却コイル等への通水による冷却 

高レベル廃液

ガラス固化施

設重大事故等

発生時対応手

順書 

判
断
基
準 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －  

操
作 

廃ガス洗

浄塔の入

口圧力 

可 搬 型 廃 ガ ス 洗

浄 塔 入 口 圧 力  
2 －  －  ① －  可搬型導出先セル圧力 1 －  －  

導出先セルの圧力上昇により、セ

ル導出の成否を推定する。 
－  

導出先セ

ルの圧力 

可 搬 型 導 出 先 セ

ル 圧 力 計  
1 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  

フィルタ

の差圧 

可 搬 型 フ ィ ル タ

差 圧  
2 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  

凝縮器出

口排気の

温度 

可 搬 型 凝 縮 器 出

口 排 気 温 度  
1 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  

凝縮器の

通水流量 

可 搬 型 凝 縮 器 通

水 流 量  
1 －  －  ① －  － －  －  －  故障時バックアップで対応可能 －  
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補足説明資料 1.10-4 

 

重大事故等対策の成立性 

 

 

 

１．情報把握計装設備可搬型発電機の起動  
ａ．操作概要  

   外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機及び共通電源車より非

常用電源建屋 6.9ｋＶ非常用メタクラＡ（又は非常用電源建屋 6.9
ｋＶ非常用メタクラＢ）に給電できない場合は，情報把握計装設

備可搬型発電機により制御建屋可搬型分電盤に給電する。  
ｂ．作業場所  

   制御建屋  
   屋外 

ｃ．必要要員数及び操作時間 
   情報把握計装設備可搬型発電機の起動に必要な要員数及び時間

は以下のとおり。  
必要要員数：4 名（当直運転員）  

  所要時間目安：作業開始を判断してから共通電源車の起動完了ま

での所要時間を 130 分以内。 
ｄ．操作の成立性  

  作業環境：常用照明消灯時においても，可搬型照明を携行してい

る。 
 
  移動手段：可搬型照明を携行しており接近可能である。  
 

連絡手段：携帯型通信機（ＰＨＳ端末）により，中央制御室及び

災害対策本部と連絡が可能である。  
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補足説明資料 1.10-5 

可搬型計測器の必要個数整理（1／4） 

（高レベル廃液ガラス固化建屋（蒸発乾固）の例） 

分類 監視パラメータ 
監視パラメータの 

計測範囲 

可搬型計測器の 

測定可能範囲 
箇所 

必要 
個数 

検出器の種類 測定箇所 備考 

膨張槽液位 

第１高レベル濃縮廃液貯槽

冷却水膨張槽水位 

～ ｍｍ 
0～10ｍ 2 

2 

ロープ式
高レベルガラス固

化建屋 1 階 

作業班 2班に各1台を割当てる 

第２高レベル濃縮廃液貯槽

冷却水膨張槽水位 

～ ｍｍ 0～10ｍ 2 ロープ式 高レベルガラス固

化建屋 1 階 

安全系冷却水系膨張槽水位 ～ ｍｍ 0～10ｍ 2 ロープ式 高レベルガラス固

化建屋 1 階 

高レベル廃液共用貯槽冷却

水膨張槽水位 

～ ｍｍ 0～10ｍ 2 ロープ式 高レベルガラス固

化建屋 1 階 

安全冷却水 1 膨張槽水位 ～ ｍｍ 0～10ｍ 2 ロープ式 高レベルガラス固

化建屋 1 階 

冷却コイル圧力 － － 0～1MPa 44 3 アネロイド圧力計 作業班3班に各1台を割当てる 

貯槽温度 

第１高レベル濃縮廃液貯槽

廃液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 
1 

テス

タ：2

セン

サ：15

熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 2 階 

テスタ：作業班 2 班に各 1 台を

割当て、作業班が携行してセン

サに接続して使用する

センサ：計測する貯槽毎に設置

するため対象貯槽数（15 箇所）

と同数とする

第２高レベル濃縮廃液貯槽

廃液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 2 階 

第１高レベル濃縮廃液一時

貯槽廃液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

第２高レベル濃縮廃液一時

貯槽廃液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

第１不溶解残渣廃液一時貯

槽廃液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

第２不溶解残渣廃液一時貯

槽廃液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

第１不溶解残渣廃液貯槽廃

液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 2 階 

第２不溶解残渣廃液貯槽廃

液温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 2 階 

高レベル廃液共用貯槽廃液

温度１ 

0～100℃ 0～300℃ 1 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 2 階 

高レベル廃液混合槽廃液温

度 

0～100℃ 0～300℃ 2 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

供給液槽廃液温度 0～100℃ 0～300℃ 2 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

供給液槽廃液温度 0～100℃ 0～300℃ 2 熱電対 

測温抵抗体 

高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

については商業機密の観点から公開できません。
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可搬型計測器の必要個数整理（2／4） 

（高レベル廃液ガラス固化建屋（蒸発乾固）の例） 

分類 監視パラメータ 
監視パラメータの 

計測範囲 

可搬型計測器の 

測定可能範囲 
箇所 

必要 
個数 

検出器の種類 測定箇所 備考 

冷却水流量 － － 6～107m3/h 5 5 

電磁式 

内部ループ通水に構成する

通水ルート 5 系例の各系列

に 1 台設置するため系列数

と同数とする 

貯槽液位 第１高レベル濃縮廃液貯槽

液位 

液位： ～ ｍｍ 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 15 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

計測する貯槽毎に設置する

ため対象貯槽数と同数とす

る 

第２高レベル濃縮廃液貯槽

液位 

液位： ～ ｍｍ 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

第１高レベル濃縮廃液一時

貯槽液位 

液位： ～ ｍｍ 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

第２高レベル濃縮廃液一時

貯槽液位 

液位： ～ ｍｍ 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

第１不溶解残渣廃液一時貯

槽液位 

液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

第２不溶解残渣廃液一時貯

槽液位 

液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

第１不溶解残渣廃液貯槽液

位 

液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

第２不溶解残渣廃液貯槽液

位 

液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

高レベル廃液共用貯槽液位 液位： ～ ｍｍ 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

高レベル廃液混合槽 A 液位

1 

液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式
高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

高レベル廃液混合槽 B 液位

1 

液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式
高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

については商業機密の観点から公開できません。
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可搬型計測器の必要個数整理（3／4） 

（高レベル廃液ガラス固化建屋（蒸発乾固）の例） 

分類 監視パラメータ 
監視パラメータの 

計測範囲 

可搬型計測器の 

測定可能範囲 
箇所 

必要 
個数 

検出器の種類 測定箇所 備考 

（つづき） 供給液槽 A 下部液位 液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 （つ

づき） 

エアパージ式
高レベルガラス固

化建屋 1 階 

（つづき） 

供給槽 A 下部液位 液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式
高レベルガラス固

化建屋 1 階 

供給液槽 B 下部液位 液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋 1 階 

供給槽 B 下部液位 液位： ～ mm 

密度： ～ ｋｇ/

ｍ3 

液位：0～60kPa 

密度：0～5kPa 

1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋 1 階 

機器注水流量 － － 6～107m3/h 15 15 電磁式 － 機器注水に構成する注水ル

ートの最大 15 系列の各系

列に 1 台設置するため系列

数と同数とする 

凝縮器出口排気

温度 

－ － 0～300℃ 1 ﾃｽﾀ 1

ｾﾝｻ 1

熱電対 

測温抵抗体 

－ 計測箇所１箇所と同数とす

る 

凝縮器通水流量 － － 32～572m3/h 1 1 電磁式 － 凝縮器通水に構成する通水

ルート 1 系列に設置するた

め系列数と同数とする

廃ガス洗浄塔入

口圧力 

不溶解残渣廃液廃ガス処理

系廃ガス洗浄塔入口圧力Ａ 

-12～0kPa -5～10kPa 1 2 差圧伝送器（パ

ージ式） 

高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 
計測箇所 2 箇所のため計測

箇所と同数とする 
高レベル濃縮廃液廃ガス処

理系廃ガス洗浄塔入口圧力

Ａ 

-12～0kPa -5～10kPa 1 差圧伝送器（パ

ージ式） 

高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

導出先セル圧力 － － -5～5kPa 1 1 アネロイド圧力

計 

高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

計測箇所 1 箇所のため計測

箇所と同数とする 

フィルタ差圧 － － 0～1kPa 2 2 アネロイド圧力

計 

－ 可搬型フィルタ 2 段に各 1

台設置するため可搬型フィ

ルタ段数と同数とする

については商業機密の観点から公開できません。
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可搬型計測器の必要個数整理（4／4） 

（高レベル廃液ガラス固化建屋（蒸発乾固）の例） 

分類 監視パラメータ 
監視パラメータの 

計測範囲 

可搬型計測器の 

測定可能範囲 
箇所 

必要 
個数 

検出器の種類 測定箇所 備考 

漏えい液受皿液

位 

高レベル濃縮廃液貯槽第１

セル漏えい液受皿液位Ａ

～ mm 0～15kPa 1 2 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

漏えい確認する部屋 2 部屋

で使用するため 2 台とする 

高レベル濃縮廃液貯槽第２

セル漏えい液受皿液位Ａ

～ mm 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

高レベル濃縮廃液一時貯槽

セル漏えい液受皿液位Ａ

～ mm 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

不溶解残渣廃液一時貯槽セ

ル漏えい液受皿１液位

～ ｍｍ 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

不溶解残渣廃液貯槽第１セ

ル漏えい液受皿液位Ａ

～ ｍｍ 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

不溶解残渣廃液貯槽第２セ

ル漏えい液受皿液位Ａ

～ ｍｍ 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

高レベル廃液共用貯槽セル

漏えい液受皿液位Ａ 

～ mm 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

固化セル漏えい液受皿液位

A 

～ ｍｍ 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 1 階 

高レベル廃液混合槽第 1 セ

ル漏えい液受皿液位 A

～ mm 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

高レベル廃液混合槽第 2 セ

ル漏えい液受皿液位 A

～ ｍｍ 0～15kPa 1 エアパージ式 高レベルガラス固

化建屋地下 3 階 

については商業機密の観点から公開できません。
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補足説明資料 1.10-6 
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補足説明資料 1.10-6 

 

代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響に 

ついて 

 

 主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）を計測す

ることが困難となった場合に，技術的能力 1.1～1.10 の作業着手の判断基準

及び操作手順並びに有効性評価の判断及び確認について，代替パラメータを

用いて判断した場合の影響について以下のとおり確認した。 

 なお，代替パラメータによる判断への影響を第 1 表に示す。 

 

 確認結果 

  (1) 代替パラメータによる各技術的能力の作業着手の判断基準及び操

作手順並びに有効性評価の判断及び確認への影響について検討した

結果，判断，操作に影響がないことを確認した。 

  (2) これらの判断に使用する重要代替計器は，事故時の耐環境性等を

有した重大事故等対処設備であり，判断及び操作に対する影響は無

いと判断した。 

 

  ※ 代替パラメータによる推定にあたっては，代替パラメータの誤差に

よる影響を考慮する。 

 

以上 
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第 1 表 代替パラメータによる判断への影響（1／1） 

分類 主要パラメータ 判断基準※１ 代替パラメータ 代替パラメータによる判断への影響 影響 

貯
槽
の
液
位

第１不溶解残渣廃液一時貯

槽液位 

有 

手 

第１不溶解残渣廃液

一時貯槽の冷却機能

または機器注水機能

の確認 

第１不溶解残渣廃液一時貯

槽液位 

（第１不溶解残渣廃液貯槽密 

度の計装配管による代替計測） 

貯槽の液位は、液位計の計装配管の圧力計測により確認

することが可能である。 

液位計の計装配管による圧力計測が不可能になったとし

ても、第１不溶解残渣廃液貯槽密度の計装配管を用いる

ことによって圧力計測は可能であり、貯槽の液位を把握

することができる。 

また、誤差による影響については、圧力計測のために接

続する計装配管が異なっても、計測する可搬型計器の誤

差は変わらないため、計測に影響はない。 

無し 

※1 有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準
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補足説明資料 1.10-7  
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補足説明資料 1.10-7 

 

自主対策設備仕様 

 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震性 容量 揚程 個数 

常用計器 

※１ 
常設 Ｃクラス － －  1 式  

監視制御盤 

※２ 

常設 Ｃクラス － －  1 式  

※１：常用計器には計器，制御盤，電路（ケーブル，トレイ，電線管）が含まれ

る。 

※２：監視制御盤にはパラメータを記録するためのプリンタが含まれる。 
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補足説明資料 1.10-8 

手順のリンク先について 

事故時の計装に関する手順等について，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

１．1.10.5 その他の手順項目にて考慮する手順 

・臨界事故の拡大を防止するための手順等

＜リンク先＞ 1.1.3.1 臨界事故の拡大の防止のための措置の対応手順 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等

＜リンク先＞ 1.2.3.1 蒸発乾固の発生防止のための措置の対応手順 

1.2.3.2 蒸発乾固の拡大防止のための措置の対応手順 

・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等

＜リンク先＞ 1.3.3.1 水素爆発の発生防止対策の対応手順 

1.3.3.2 水素爆発の拡大防止対策の対応手順 

・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等

＜リンク先＞ 1.4.3.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための

措置の手順対応 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等

＜リンク先＞ 1.5.3.3 重大事故時における燃料貯蔵プール等の監視のための手

順 

・全交流動力電源喪失及び直流電源喪失時の代替電源確保に関する手順

＜リンク先＞ 1.9.3.2 共通電源車による対応手順（自主対策設備） 

以 上 
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